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序 章 

・当該専門職大学院の戦略に基づく教育研究活動の展開について 

（当該専門職大学院が掲げる戦略の内容や、戦略に基づいた教育活動、教員組織の編制、

当該専門職大学院の改善・向上に向けた活動などの全体像。） 

 

（1）本研究科の目的を実現するための戦略 

立命館大学大学院経営管理研究科は、2006 年４月、京都市内の朱雀キャンパスにおいて

専門職大学院として開設された。その前身である経営学研究科プロフェッショナル・コース

（大阪淀屋橋のサテライト教室で実施）での３年間の実践を通じて、大阪・関西の有力上場

企業のマネジャー層を中心にグローバル化やイノベーションに向けた創造的発想を発揚す

るための教育機会へのニーズがあることや、中小企業やファミリービジネスの次世代経営

者において第２創業や新規事業機会へのニーズがあることが明らかとなった。かかる認識

の下、「ビジネスを発見し、ビジネスを創造する」ことを教学理念に、「高度な戦略眼と実践

スキルを有する経営プロフェッショナル」を養成することを目的として本研究科はスター

トした。 

本研究科は 2015 年度に大阪いばらきキャンパス（OIC）に移転し、次の２つのプログラム

からなる新カリキュラムへ移行した。マネジメントプログラム（募集人数 40 名）は、大阪

梅田キャンパスで開講し、社会人を対象に「ビジネスを創造するリーダーに必要な専門能力

を総合的に磨く」ことをねらいとしている。他方、キャリア形成プログラム（募集人数 40

名）は大阪いばらきキャンパス（OIC）で開講し、学部卒業生・留学生を対象として「ビジ

ネスを創造するリーダーとして活躍する人材となるための専門知識とスキルを修得し、マ

インドを醸成する」ことをねらいとしている。これら２つのプログラムでの教育を通じて、

「ビジネスを創造するリーダーとして世界と日本の持続的発展に貢献する人材」を養成す

ることが本研究科の目的である。 

本研究科は開設からの 17 年間で、800 名近くの修了生を輩出してきた。このうち、社会

人の修了生は、企業の部・課長職や経営企画職等の要職への昇進・昇格、社長・役員への就

任、独立起業等を果たしており、ビジネス創造の最前線で活躍している。また、キャリア形

成プログラムの修了生は、大手企業等で希望職種に就いて自らの専門能力を発揮し、中でも

留学生は在籍企業で日本語堪能な、グローバル人材として活躍している。 

立命館学園の「立命館憲章」は、「立命館は、人類の未来を切り拓くために、学問研究の

自由に基づき普遍的な価値の創造と人類的諸課題の解明に邁進する。その教育にあたって

は、建学の精神と教学理念に基づき、『未来を信じ、未来に生きる』の精神をもって、確か

な学力の上に、豊かな個性を開花させ、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間

の育成に努める」と表明している。ちなみに、建学の精神である「自由と清新」には、“freedom 

and innovation”という訳語を充てている。その意味で、本研究科の目的は「立命館憲章」
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が示す本学園の人材育成の方向性や考え方をビジネス教育に即して表現したものに他なら

ない。同時に、かかる目的は、先述の大阪・関西圏におけるビジネス教育に対するニーズや、

これまでの人材育成の経験を踏まえて、リーダーの役割としてビジネスに関わる諸課題に

対して創造的に解決していくことが強く求められているとの認識に基づいている。 

本研究科は、立命館学園および立命館大学における 10 年ごとのビジョンおよび中期計画

の策定の動きを受けて、2019 年度に入り中期計画策定検討委員会を立ち上げ、2021 年２月

の教授会において、本研究科の戦略として「経営管理研究科 R2030 前半期計画」を決定し

た。これが、本研究科における中長期ビジョンや目標、さらには方向性を示す戦略に該当す

るものである。そこでは全学レベルの「学園ビジョン R2030 立命館大学チャレンジ・デザイ

ン」を踏まえて、本研究科の基本目標を「関西に根ざしつつ、国内外において、ビジネスを

創造する人材をより多く輩出することである」とした上で、「そのために、人材の輩出のみ

ならず、研究科の知見を提供することによって、世界に開かれた関西のビジネスエコシステ

ムの不可欠な一員として認知され、必要とされるビジネススクールになることによって高

い社会的評価を得ること」であると表明している。 

以上を踏まえ、「経営管理研究科 R2030 前半期計画」は、次に示す５つの戦略的課題を設

定した。第１に、国際経営分野、イノベーション＆アントレプレナーシップ分野、サービス

マネジメント分野の教育活動を強化し、これらの成果を次期カリキュラム改革に盛り込ん

でいくことである。第２に、観光ホスピタリティ分野の展開を本格的に行い、経営管理専攻

だけでなく、「観光ホスピタリティ経営専攻（仮称）」を設置し、2024 年度を目処に２専攻

体制へ移行することである。第３は、研究科のネットワークを国内外で広げていくこと、第

４は、研究科規模の見直しであり、第５は、国際認証の要件の検討と整備である。 

これらの課題のうち、１つ目の経営管理専攻のカリキュラム改革については、「ビジネス

を創造するリーダー」の養成という目的に照らして「創造」というコンセプトが重要である

として、イノベーション＆アントレプレナーシップ分野の強化を図るべく、コア科目に「ビ

ジネス創造」を設置し、選択科目において「ビジネスモデル構築」「新規事業開発」という

科目を設置した。また、国際経営分野については「国際経営戦略」「グローバルビジネスの

実践」等の設置により、サービスマネジメント分野についてはコア科目で「サービスイノベ

ーション」という科目の設置により対応を図った。２つ目の観光ホスピタリティ分野の展開

については、全学的な理解を得ながら教学内容等の検討、具体化を進め、2024 年４月に「観

光マネジメント専攻」を発足することができた。なお、同専攻は、2028 年度に大学基準協

会の認証評価を受審する予定である。そのほかの戦略的課題についても、具体的な実施を進

めてきている。 

 

（2）戦略に基づく教育活動の展開、教員編成 

本研究科では、開設当初から、豊富なビジネス経験と実績を有する実務家教員が多数（開
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設当時 7割）を占める教員組織、交通至便の社会人向けキャンパス、平日夜間・週末土日の

開講、春・秋のセメスターをそれぞれ２分割してカリキュラムを運用する「クォーター制」

による集中開講など、社会人の就学に配慮した教育システムを導入した。また、学生の積極

的な授業参加を促す多様な教育方法を採用するとともに、ビジネスの最前線に立つ客員教

授やゲスト講師等の招聘による「生きたケース」を学ぶ様々な機会を提供してきた。これら

の多くは、本研究科の教育システムの特長として現在も引き継がれている。 

教育方法については、教育研究上の目的における「創造」というコンセプトを重視し、創

造性を発揚するためには、他者を介した学びが重要であるとの理解から、ディスカッション

などアクティブでインタラクティブな学びの強化に取り組んでいる。また、これに対応すべ

くケース教材の開発と活用を積極的に推し進めており、そのための FD活動も実施している。 

コロナ禍は本研究科の教育活動に様々な課題を投げかけることとなった。2020 年度のオ

ンライン教育の実践を踏まえ、経営管理専攻のマネジメントプログラムの院生については、

出張等の場合には事前連絡・了承を前提にオンライン受講を可とする運用を 2021 年度より

開始し、2024 年以降は、育児・介護を理由としたオンライン受講についても一定の条件で

可とするなどの制度変更を行っている。授業のライブ配信に対応すべく、大阪梅田キャンパ

スの設備も更新され、主要教室では最先端の設備が導入されている。 

教育活動を遂行する教員の配置については、基礎科目（2024 年度カリキュラムでは「コ

ア科目」）などベーシックな科目については主として研究者教員が担当し、展開科目（2024

年度カリキュラムでは「選択科目」）の科目、とりわけ専門的・実践的な科目については実

務家教員が担当するよう開講体制上の配慮を行っている。本研究科の専任教員は、講義科目

のほか、演習科目（ゼミ）も担当している。演習科目（ゼミ）では、学生の研究課題やテー

マに沿って丁寧な研究指導が行われている。演習科目（ゼミ）は、社会人と学部卒生とが交

流し、他者の多様な意見や考え方に触れ、問題発見力や解決力といった「ビジネスを創造す

るリーダー」としての能力や資質を高めていくための機会として重要である。 

これまでの外部評価や大学基準協会の認証評価では、教員構成に関する問題点が指摘さ

れてきた。女性教員については積極的な採用に努めているものの、十分とは言えない。また

外国籍教員の確保も課題である。教員構成の多様性を具備することは創造的な知的活動の

前提としても重要であることから、今後も改善を図っていきたいと考えている。 

 

（3）本研究科の改善・向上に向けた活動 

本研究科では、国内外の有力ビジネススクールでの実践を参考に、学習成果の測定に基づ

くカリキュラム・マネジメントの導入を段階的に進めている。そのために、教育目標につい

て、「ビジネスを創造するリーダー」として備えておくべき能力・スキルであり、学生が修

了時点で到達していることが期待される成果として５つの「学修目標」（Learning Goals：

LG）を掲げ、これらをさらに８つの「学修目的」（Learning Objectives：LO）に変換し、当
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該 LG の達成という観点からカリキュラム全体の有効性や科目レベルのアセスメントを実施

することとしている。これは、先述の「経営管理研究科 R2030 前半期計画」が掲げる戦略課

題である国際認証取得を視野に入れた取り組みでもある。 

「経営管理研究科 R2030 前半期計画」で掲げたビジョンを達成し、研究科のネットワーク

を国内外で広げていくためには、その前提として、教育研究活動の成果を広く社会に還元し

ていく取り組みが重要となる。そこで本研究科では、2023 年度より社会実装の活動拠点と

して「RBS ビジネス創造リンケージ」をスタートさせ、その中で、セミナー事業、起業支援、

コンテンツ開発（ビジネスケース開発・ジャーナル発行）を行うこととした。この取り組み

を前進させていくことを通じて、多様な個人や組織とのネットワークを拡大・強化し、大阪・

関西圏での本研究科の認知度を高めていきたいと考えている。 

先述の通り、本研究科では「経営管理研究科 R2030 前半期計画」において、研究科規模の

見直しを戦略的課題の１つとして掲げている。2024 年４月の「観光マネジメント専攻」の

開設により、研究科の規模はほぼ２倍になったものの、依然として各専攻において定員未達

である。この状態を打開していくためには、大阪・関西圏の企業との関係強化、校友ネット

ワークの活用、さらには現役の学生の協力など、あらゆる手段を用いて、志願者の増大と入

学者の確保を図っていくしかないと考えている。 

 

今回の認証評価の受審は、これまでの認証評価において指摘いただいた事項の改善状況

をご確認いただくとともに、2020 年度以降の本研究科の教育活動、さらには「経営管理研

究科 R2030 前半期計画」の遂行状況に対して評価をいただく重要な機会である。評価委員の

各位より奇譚のないご意見を頂戴し、これを受けてさらなる改善を図りたいと考えている。 
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本 章 

１ 使命・目的 

・項目：目的の設定 
評価の視点 

1-1 経営系専門職大学院が担う基本的使命の下、設置大学の理念・目的を踏まえ、当

該専門職大学院固有の目的を設定していること。また、その目的は、当該専門職

大学院の存在価値や目指す人材養成等の方向性を示すものとして明確であるこ

と。 

＜現状の説明＞ 

学校法人立命館は、建学の精神「自由と清新」と教学理念「平和と民主主義」を含め、教

学機関としての目的、人材育成の目的を「立命館憲章」に定めている。また、立命館大学は

教育研究上の目的を「本大学は、建学の精神と教学理念にもとづき、確かな学力の上に、豊

かな個性を花開かせ、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間の育成に努め、教

育・研究機関として世界と日本の平和的・民主的・持続的発展に貢献することを目的とする」

と定めている（立命館大学学則第１条第１項）。次に、立命館大学大学院は、専門職大学院

について「学術の理論および応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うため

の深い学識および卓越した能力を培うことを目的と」しており、各研究科は、これを踏まえ

て独自の「教育研究上の目的」を定めている（立命館大学大学院学則第２条第２項、第３項）。 

本研究科は、教育研究上の目的を次のように定めている（立命館大学大学院経営管理研究

科則第２条）。 

 

本研究科は、立命館憲章に則り、ビジネスを創造するリーダーとして、世界および日本

の持続的発展を担う人材を育成する。 

 

「立命館憲章に則り」、「世界および日本の持続的発展を担う」という表現は、本学の教学

理念と目的を反映するものである。次に「ビジネスを創造するリーダーとして」という表現

は、専門職大学院の目的に適したものとなっている。経営系専門職大学院として「ビジネス

を創造する」こと、その「リーダー」を養成することは、専門職大学院の目的にまさしく適

っており、本研究科の人材育成像を集約し、表現したものである。 

以上のように、本研究科の目的は、立命館憲章における人材育成の考え方や方向性をビジ

ネス教育に引き寄せた形で展開したものであると同時に、本研究科の置かれている状況や

社会的要請を踏まえ、グローバル化の情勢がせめぎ合う世界と日本の中で、リーダーの役割

としてビジネスの創造が強く求められているとの認識に基づくものであり、本研究科の存

在価値や目指す人材養成等の方向性を示すものとして明確である。 
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＜根拠資料＞ 

・ 立命館憲章（https://www.ritsumei.ac.jp/profile/about/charter/） 

・ 立命館大学学則（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=617284&f=.pdf） 

・ 立命館大学大学院学則（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=617287&f=.pdf） 

・ 立命館大学大学院経営管理研究科研究科則 

（https://www.ritsumeikan-trust.jp/file.jsp?id=416156&f=.pdf） 

 

・項目：中・長期ビジョン、戦略 
評価の視点 

1-２ 当該専門職大学院の目的を実現すべく、中・長期ビジョン及びそれに係る資源

配分、組織能力、価値向上などを方向付ける実効性のある戦略を策定し、実行

していること。 

＜現状の説明＞ 

立命館学園では、学園が一体となり 10 年ごとのビジョン・中期計画の策定を行

うことにより、学園の改革を計画的に進めている。2018年７月に「学園ビジョンR2030

および学園ビジョン R2030 の学園像・人間像、政策目標について」の策定を行い、また、

2019 年９月における「学園ビジョン R2030 立命館大学チャレンジ・デザイン」を通じて、

学園ビジョン R2030 の立命館大学としての具体化を図った。各学部・研究科、各部門は、学

園および立命館大学全体の動きの中で、「学園ビジョン R2030 立命館大学チャレンジ・デザ

イン」に対応した計画の策定を行った。 

本研究科は、2019 年度に入り中期計画策定検討委員会を立ち上げ、2021 年２月の教授会

において、学園ビジョン R2030 を受けての中・長期ビジョンとして本研究科の基本目標およ

び役割を明確にしつつ、本研究科の戦略として「経営管理研究科 R2030 前半期計画」（資料

1-2-1）を決定した。本計画が、本研究科における中・長期ビジョンや目標、さらには方向

性を示す戦略に該当するものである。そこでは、「学園ビジョン R2030 立命館大学チャレン

ジ・デザイン」を踏まえた本研究科の 2030 年度までの中・長期ビジョンについて、本研究

科を取り巻く状況や社会的要請に対する認識に基づき、基本目標および役割という形で、次

のように設定している。 

経営管理研究科の基本目標は、関西に根ざしつつ、国内外において、ビジネスを創造す

る人材をより多く輩出することである。そのために、人材の輩出のみならず、研究科の知

見を提供することによって、世界に開かれた関西のビジネスエコシステムの不可欠な一

員として認知され、必要とされるビジネススクールになることによって高い社会的評価

を得ることが、学園ビジョン R2030 における経営管理研究科の目標である。 

経営管理研究科の役割は、学園ビジョン R2030 に向けた本学のチャレンジ・デザインの

重点目標のうち、特に、学びの価値を提供する：学習者の人生を切り拓くプラットフォー
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ムの一翼を担う役割を果たすことである。また、社会人院生のビジネス社会での更なる活

躍にコミットしている本研究科として、チャレンジ・デザインの５つ課題領域のうち、特

に、多様化する学習者に向き合う学びのシステムの適応性の向上に貢献することである。 

「経営管理研究科 R2030 前半期計画」は、以上を踏まえて、次に示す５つの戦略的課題を

設定している。第１は、国際経営分野、イノベーション＆アントレプレナーシップ分野、サ

ービスマネジメント分野の教育活動を強化し、これらの成果を次期カリキュラム改革に盛

り込んでいく。第２は、観光ホスピタリティ分野の展開を本格的に行い、経営管理専攻だけ

でなく、「観光マネジメント専攻」を開設し、2024 年度に２専攻体制へ移行する。第３は、

研究科のネットワークを国内外で広げていく。第４は、研究科規模の見直しであり、第５は、

国際認証の要件の検討と整備である。本研究科ではこれらの戦略的課題に基づき、教授会の

下、組織的に課題の遂行を図ってきた（資料 1-2-2）。以下では、2024 年度までの遂行状況

について述べる。 

（1）研究科教学の高度化（戦略的課題第１、第３） 

第１の戦略的課題のうち国際経営分野、サービスマネジメント分野の教育活動の強化、第

３の戦略的課題である研究科教学のネットワークを国内外で広げていくことに基づき、

2023 年度から、シンガポールに渡航して現地での国際的な実践経験の機会を提供するとと

もに、異文化理解に基づく問題発見・問題解決の能力を養う海外フィールドワークを開講し、

2024 年度からビジネスの現場に触れ、課題を発見し、解決策を導き出すプロセスを経験す

る実習科目として「プロジェクトマネジメント」を開講し、研究科教学の高度化に取り組ん

でいる。なお、戦略的課題に関わらず、研究科教学の高度化の観点からは、①２年次配当の

演習科目「課題研究」について、1 年間の授業の中間的助言を組織的に行うために 2021 年

度から中間報告会を開催し、2022 年度からは成果物である課題研究レポートの提出時期を

従来 12 月中旬であったのを１月 10 日頃に変更するなど、院生が課題研究の学習を推進す

る上での基本的な制度的改善・改革を行った。また、②オンライン教育の強化について、コ

ロナ禍を通じた実践を踏まえてその活用が課題となっていたが、2020 年度のオンライン教

育の対応を踏まえ、2021 年度からマネジメントプログラムの院生を対象にして出張等勤務

の都合により対面での授業出席ができない場合には事前連絡と了承を前提にオンライン受

講を可とする運用を開始し、2024 年度以降は、育児・介護を理由としたオンライン受講に

ついても一定の条件で可としている。 

（2）社会実装拠点の構築（戦略的課題第１、第３） 

第１の戦略的課題のうちイノベーション＆アントレプレナーシップ分野の教育活動の強

化、第３の戦略委的課題である研究科教学のネットワークを国内外で広げていくことに基

づき、2021 年度に社会実装の拠点として「RBS ビジネス創造リンケージ」の構想・検討を開

始した。「経営管理研究科 R2030 前半期計画」で掲げたビジョンを達成するには、正課のカ
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リキュラムだけでなく、教育研究活動の成果を広く社会に還元していくことが重要である

との認識から、事業領域をセミナー事業、起業支援、およびコンテンツ開発（ビジネスケー

ス開発・ジャーナル発行）と明確化した上で、2023 年度からオンラインによる課外講座「立

命館 MBA エッセンシャルズ」をはじめとする活動を開始している。2024 年度からは、ケー

ス開発管理を行う RBS リサーチライブラリーの活動を開始してジャーナルの発行も予定し

ている。 

（3）カリキュラム改革（戦略的課題第１、第５） 

第１の戦略的課題である国際経営分野、イノベーション＆アントレプレナーシップ分野、

サービスマネジメント分野の教育活動を強化に基づき、2022 年度から経営管理研究科のカ

リキュラム委員会において 2024 年度カリキュラム改革の構想と検討を開始し、課題として

①国際経営分野の強化、②イノベーション＆アントレプレナーシップ分野の強化、③サービ

スマネジメント分野の強化、第５の戦略的課題である国際認証の要件の検討と整備に基づ

き④教育手法およびカリキュラム・マネジメントの高度化、そして⑤オンラインとリアル両

方の学修への対応の５点を掲げ、2024 年度からの適用に向け準備を進めた。 

2024 年度カリキュラム改革では、「ビジネスを創造するリーダー」の養成という教育研究

上の目的に照らして「創造」というコンセプトが重要であることを改めて認識し、その観点

からコア科目に「ビジネス創造」を設置し、選択科目において「ビジネスモデル構築」「新

規事業開発」という科目の設置を行い、上記②への対応を図った。①については「国際経営

戦略」「グローバルビジネスの実践」等の科目を設置することにより、③については、コア

科目において「サービスイノベーション」というサービスマネジメント分野の科目を設置す

ることにより、それぞれ対応を図った。④については、教育手法の高度化としては、ケース

教育の強化に向けて FD 研修を実施して教員の理解の共有を図るとともに、ケース教材作成

のための執筆要項をはじめとする諸規定を整備した。カリキュラム・マネジメントの高度化

としては、国内外の有力ビジネススクールでの実践を参考に学習成果の測定に基づくカリ

キュラム・マネジメントの導入を段階的に進めており、2024 年度カリキュラム改革を機に、

2022 年度から検討してきた科目ナンバリングを導入した。 

⑤については、先述の通りオンライン受講を認める要件の整理を行うとともに、大阪梅田

キャンパスの施設改修を順次進め、一部の教室については最新の機材に更新する等、オンラ

イン授業環境の大幅な改善を行った。 

（4）研究科規模の見直しと新専攻の設置（戦略的課題第２、第４） 

第２の戦略的課題である観光ホスピタリティ分野の展開を本格的に行い、経営管理専攻

だけでなく「観光マネジメント専攻」を開設し、2024 年度に２専攻体制へ移行すること、

第４の戦略的課題である研究科規模の見直しに基づき、先述の「学園ビジョン R2030 立命館

大学チャレンジ・デザイン」において、2030 年までに取り組むべき課題として「社会共生

価値の創出に寄与する社会人教育の展開」が掲げられており、その１項目として「観光ホス
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ピタリティ分野の高度職業人材養成」が設定されてきた。こうした全学的な要請も踏まえつ

つ、本研究科も独自の分析検討を通じて、①観光ホスピタリティ産業の今後の成長の可能性、

②同産業の将来を担うマネジメント人材への需要の増大、③その一方で、訪日旅行者の急増

に伴う各種の問題の深刻化とその解決に資する教育研究の必要性、の３点に対する認識を

深めるに至った。このような認識の下、観光ホスピタリティ分野の高度職業人養成を適切に

実現するため、一定の定員を備える教育課程を設け、必要な教員組織を整備することとした。

本研究科では、2024 年に届出によって観光ホスピタリティ分野の新専攻の開設を目指し、

2021 年度からカリキュラムの検討、具体化の作業を開始するとともに、教員の任用人事を

行った。2022 年度および 2023 年度には、任用予定教員をキャンパスに招集し、教育内容や

授業運営に対する理解を深めることを目的とする教学ミーティングを計４回開催した。文

部科学省への 2 度にわたる事前相談を経て大学院の収容定員増を伴う新専攻設置の届出を

行い、同６月、「観光マネジメント専攻」の設置届出が受理されることとなった。なお、同

専攻は、次回、2028 年に大学基準協会の認証評価を受審する予定である。 

（5）国際認証取得に向けた取り組み（戦略的課題第５） 

 第５の戦略的課題である国際認証の要件の検討と整備に基づき、近年、日本国内の主要ビ

ジネススクールの間で、AACSB などビジネス教育の国際認証を取得する動きが急加速してい

る。国際認証を持たないビジネススクールのままでいることは、国内的にも魅力度を下げる

要因になりかねない。また、国際認証はビジネススクールとしての正統性の根拠となってい

ることから、今後、海外ビジネススクールとの連携・協力関係を構築していく上で、その点

においても国際認証の取得は不可欠である。こうした認識の下、本研究科は 2024 年度から

AACSB 国際認証を取得するための取り組みを開始することとした（資料 1-2-3）。 

 このために 2024 年度中に立命館大学として AACSB の会員として入会し、認証取得に向け

て研究科の運営や教育研究活動を AACSB 認証基準の求める水準に高めていくための作業を

進めていくことを基本方針とするとともに、AACSB 認証取得までの 6カ年計画（アクション

プラン）と行動計画書を策定した（資料 1-2-4）。この基本方針を踏まえて、推進体制とし

て AACSB 認証取得の業務に専念する副研究科長 1 名を増員するとともに、事務局体制とし

て OIC 独立研究科事務室においても担当者を配置した。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 学園ビジョン R2030 立命館大学チャレンジ・デザイン 

（https://www.ritsumei.ac.jp/features/r2030/challenge-design/） 

・ 資料 1-2-1：「経営管理研究科 R2030 前半期計画（2021〜25 年度）（確定版）」（2021 年 2

月 25 日 経営管理研究科教授会） 

資料 1-2-2：「「経営管理研究科 R2030 前半期計画（2021〜25 年度）」前半の評価と後半

の課題」（2023 年 6 月 22 日 経営管理研究科教授会） 
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・ RBS ビジネス創造リンケージ 

（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/community_affiliations/linkage/） 

・ 資料 1-2-3：「大学院経営管理研究科の AACSB 国際認証取得に向けた今後の取り組みに

ついて」（2024 年 2 月 22 日 経営管理研究科教授会） 

・ 資料 1-2-4:「経営管理研究科の AACSB による国際認証取得に向けた取り組みの具体化

について」（2024 年 9 月 26 日  経営管理研究科教授会） 

 

【大項目１の現状に対する点検・評価】 

（１）長所と問題点 

①長所 

本研究科では、全学的なビジョンおよび戦略に基づき、かつ、研究科固有の目的の達成と

いう観点から中・長期のビジョンおよび戦略を体系的に編成している。その上で、これらを

年度ごとの課題に落とし込み、課題解決に向けて組織的かつ計画的に取り組みを実行して

いる。このように本研究科の戦略は体系的に編成され、しかも組織的かつ計画的に実施され

ており、この点が長所であると考えている。 

②問題点 

本研究科の活動は教育だけでなく研究・社会貢献など多岐にわたる。近年、研究力の強化

という新たな課題が浮上してきており、本研究科の戦略マネジメントは、研究科の活動領域

をトータルにマネジメントできるまでには至っていない。 

 

（２）長所の伸長・問題点の改善に向けたプラン 

①長所の伸長に向けて 

「経営管理研究科 R2030 前半期計画」については、2025 年度までを対象期間としており、

2026 年度から 2030 年度までの後半期計画については未策定の状況である。これについて

は、前半期計画の残り２カ年における戦略的課題の遂行状況を検証するとともに、2024 年

度の外部評価および 2025 年度に受審する大学基準協会による認証評価を踏まえて、2025 年

度中に策定を行うこととする。 

②問題点の改善に向けて 

2024 年度には、RBS ビジネス創造リンケージにおいて各種セミナーの開催が計画されて

いるほか、ケース教材の開発と授業への適用も本格化し、さらにはジャーナルの発行も予定

している。これらの実行を通じて、戦略マネジメントの総合的力量の強化を図ることとする。

また、研究力の強化に向けて研究科としての中・長期の研究政策を R2030 後半期計画の中で

その大枠について明確化する。これらを通じて、教学、研究・社会貢献など、研究科の活動

領域をトータルにマネジメントしていく体制への移行を図ることとする。 
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２ 教育課程・学習成果、学生 
・項目：学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針 

評価の視点 

２-１ 経営系専門職大学院が担う基本的な使命に適合し、期待する学習成果を明示し

た学位授与方針を定めていること。また、学位授与方針に基づいて教育課程の

編成・実施方針を定め、教育の内容や方法等の妥当性を明確に説明しているこ

と。 

＜現状の説明＞ 

2-1 

（1）学位授与方針・および教育課程の編成・実施方針 

本研究科では、2024 年度から、観光マネジメント専攻を開設するとともに、経営管理専

攻について新カリキュラムに移行した。新カリキュラム検討時には、まず、教育研究上の目

的を整理した上で「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」と「教育課程編成方針（カリ

キュラム・ポリシー）」について改訂を行った（資料 2-1-1、2-1-2）。 

「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」においては、これまでの６つの教育目標を踏

まえつつも、「ビジネスを創造するリーダー」に求められる資質・能力であり、学生が修了

時点において到達していると期待される成果の目標としての「学修目標」（Learning Goals：

LG）という形式により整理し、次の５項目により定めている。 

――――――――――― 

LG1：効果的な意思決定 

LG2：創造的な問題解決 

LG3：グローバルな視野と倫理的思考、社会・環境への意識 

LG4：リーダーシップ 

LG5：コミュニケーション能力 

――――――――――― 

これらの資質・能力を修得するために、実務経験のある社会人と実務経験のない学部卒業

生について、修了時点において期待される学修目標は同じであるが、それらに到達するまで

の手段や方法において別個の対応が必要なため、カリキュラム上で両者を区分し、社会人向

けおよび学部卒業生向けのプログラムを設けて、プログラムごとにそれぞれの専門性によ

って区分したユニットを示してカリキュラムを編成している。経営管理専攻で定められた

教育課程の履修を通じて所定単位を修得することにより、その達成とみなし、「経営修士（専

門職）」（Master of business administration）を授与することと定めている。 

また、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）においては、各目標を「学修目的」

（Learning Objectives：LO）に変換し、プログラムレベルのアセスメントに活用すること

を表明している。 
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学修目標（Learning Goals） 学修目的（Learning Objectives） 

LG1：効果的な意思決定 

Effective decision 

making 

LO1：学生は、理論や量的または質的データに基づき、ビ

ジネスに関する効果的な意思決定を行うことができる。

［Evaluating］ 

LG2：創造的な問題解決 

Creative problem solving 

LO2：学生は、クリティカルな思考と状況判断に基づき、

ビジネスに関わる課題を適切に設定することができる。

［Evaluating］ 

LO3：学生は、様々な知識を統合して、解決すべき諸課題

について創造的かつ適切なソルーションを提示すること

ができる。［Creating］ 

LG3：グローバルな視野、

社会・環境への意識、倫理

的思考 

Global, Environmental, 

Social and Ethical 

awareness 

LO4：学生は、グローバル化がビジネスに与える影響や企

業の意思決定のグローバルな側面について分析・評価す

ることができる。［Analyzing, Evaluating］ 

LO5：学生は、倫理、社会、地球環境の各側面からビジネ

スまたはマネジメント上の課題を識別することができ

る。［Analyzing, Evaluating］ 

LG4：リーダーシップ 

Leadership 

LO6：学生は、目的や状況を踏まえて、効果的かつ説得力

のあるリーダーシップのスタイルを実行することができ

る。［Creating］ 

LG5：コミュニケーション

能力 

Effective communication 

LO7：学生は、目的や状況に応じたツールや手段を選び、

文書による効果的なコミュニケーションを行うことがで

きる。［Creating］ 

LO8：学生は、目的や状況に応じたツールや手段を選び、

口頭による効果的なコミュニケーションを行うことがで

きる。［Creating］ 

 

（2）教育の内容や方法等の妥当性 

主に社会人を対象とした「マネジメントプログラム」と、主に学部卒業生を対象とした「キ

ャリア形成プログラム」について、開講科目がどの教育目標の達成に関係するのかを「カリ

キュラム・マップ」を通じて示してきた。2024 年度以降については、改訂された「学位授与

方針（ディプロマ・ポリシー）」と「教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）」に基づ

き、新しいカリキュラムが運用されることになることから、「カリキュラム・マップ」につ

いても、各科目と「学修目的」（LO）との関係を示すものとして改訂を行った。その上で、

教育内容や方法の妥当性を担保するために、各科目の担当者には、シラバス（講義計画）策

定に当たり「カリキュラム・マップ」が示す「学修目的」（LO）を考慮して到達目標を設定

することを要請している。 

さらに、教育の方法については、講義のみならず、ケース教材を用いたケース・ディスカ
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ッションや、ケース研究（事例分析）、グループ発表、ゲスト講師の招聘、演習なども導入

して、ディプロマ・ポリシーで示されている学修目標に到達することができるよう、それぞ

れの教員が工夫している。この点の詳細については、2-6 を参照されたい。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 2-1-1：「2024 年度 学修要覧（研究科編）』、「学位授与方針（ディプロマ・ポリシ

ー）」・「教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）」・「入学者受入方針（アドミッシ

ョン・ポリシー）」（前文に掲載） 

・ 資料 2-1-2：「経営管理研究科の３つのポリシー補遺版の公開について」（2024 年 12 月

26 日 経営管理研究科） 

・ ３つの方針（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/introduce/mission/） 

・ カリキュラム（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/curriculum/） 

・ 2024 年度カリキュラム経営管理専攻カリキュラム・マップ 

（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/curriculum/bam/pdf/curriculummap_bam.pdf） 

 

・項目： 教育課程の設計と授業科目 
評価の視点 

２-２ 固有の目的を実現し、期待する学習成果の達成につなげるために必要な授業科

目を開設し、かつ系統性・段階性に配慮して各授業科目を配置していること。

その際、当該分野で必要となる下記の要件等を踏まえ、学術理論に裏打ちされ

た実践ができる高度専門職業人の育成にふさわしいものとなっていること。 

（１）企業やその他の組織のマネジメントに必要な専門知識（戦略、組織、マー

ケティング、ファイナンス、会計など）を修得させる科目を配置してい

ること。 

（２）優れたビジネスパーソンの養成に必要な思考力、分析力、コミュニケー

ション力等を修得させ、リーダーシップや高い職業倫理観、グローバル

な視野をもった人材を養成する観点から適切に編成していること。 

２-３ 固有の目的の実現に向けた戦略に基づき、各経営系専門職大学院の特色を反映

した教育課程を編成するとともに、効果的な教育方法を用いていること。 

２-４ 遠隔教育や e-learning 等の時間的・空間的に多様な形態で授業を行っている場

合、適切な内容及び方法により、十分な教育効果をあげていること。 

２-５ 授業時間帯や時間割は、学生の履修に支障がないものであること。 

＜現状の説明＞ 

2-2 

本研究科では、系統的・段階的な履修を重視すべく、プログラムごとのカリキュラム・ツ

リーを作成し、適切に科目を配置している。2019 年度から 2023 年度までのカリキュラムで

は、このカリキュラム・ツリーに則って、講義科目を基礎科目と展開科目に区分し、基礎科
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目については A 群と B 群に区分する一方、展開科目についてはプログラム別にユニットご

とに分類し、これに実習科目と演習科目を加えて、カリキュラムを体系化していた。 

2024 年度から適用されている新カリキュラムでは、「ビジネスを創造するリーダーを育成

する」という目的を実現し、期待する学習成果の達成につなげるために、2023 年度までの

カリキュラムの枠組みを発展的に継承しつつも、コア科目と選択科目に分類して講義科目

を配置している。科目配置においては、「ビジネスを創造するリーダー」の養成という教育

研究上の目的に照らして「創造」というコンセプトが重要であることを改めて認識し、新科

目の設置を含む科目の配置を行っている。 

コア科目は A群と B群に分類し、A群についてはビジネスやマネジメントに関するベーシ

ックな科目として「競争戦略」「マーケティング」「組織行動」「アカウンティング」「ファイ

ナンス」等の６科目 12 単位を配置し、これらについては全科目必修としている。この A群

は、科目の重要性に鑑み、十分な受講機会を保証する観点から複数（２クラス）開講として

いる。B群は、体系的・系統的な学修の観点から A群での履修を補完し、ビジネスやマネジ

メントに関する総合的な知識や能力の修得を意図しており、学習歴や職業上の経験に応じ

て履修すべき科目として、「リーダーシップ」「国際経営」「企業倫理とサステイナブル経

営」「統計・データ分析」等６科目 12 単位を配置している。このように、本研究科のコア

科目は、①企業やその他の組織のマネジメントに必要な専門知識の修得にとって適切な科

目配置となっており、かつ、②優れたビジネスパーソンの養成に必要な思考力、分析力、コ

ミュニケーション力等を修得させ、リーダーシップや高い職業倫理観、グローバルな視野を

もった人材を養成する観点から適切に編成されている。 

選択科目は、いずれのプログラムにおいても、ユニットを設定して科目を分類し、系統的

な履修を促している。経営管理専攻のマネジメントプログラム（社会人対象）では、戦略、

組織、マーケティング、会計ファイナンス、およびビジネス共通の５つのユニットを設け、

キャリア形成プログラム（学部卒生対象）では、ビジネス、会計ファイナンス、およびキャ

リア形成共通の３つのユニットを設けている。その他、より個別の専門性を高めた科目履修

の要望に応えるために、いずれのプログラムにおいても特殊講義科目を用意している。特殊

講義については、両プログラムの学生が履修できる「経営管理特殊講義」と、マネジメント

プログラムの学生が履修できる「マネジメント特殊講義」、キャリア形成プログラムの学生

が履修できる「キャリア形成特殊講義」がある。 

 

2-3   

1-2 において言及した通り、2024 年度カリキュラムのデザインにあたっては、「ビジネス

を創造するリーダーの養成」という教育研究上の目的に照らして、「創造」というコンセプ

トが重要であることを改めて認識し、コア科目における「ビジネス創造」や「サービスイノ

ベーション」、選択科目における「ビジネスモデル構築」「新規事業開発」といった科目の設



16 

 

置を行っている。 

「ビジネスを創造するリーダー」には、多様な意見に耳を傾けつつ、集団をまとめ上げて

事業成果を実現する能力が求められる。ディプロマ・ポリシーが示す「効果的な意思決定」

や「創造的な問題解決」「リーダーシップ」といった学修目標は、そのようなリーダー人材

が備えるべき能力を端的に表現したものである。それらの能力を涵養するために、教育方法

については、グループワークで議論して一つのアウトプットを作り上げたものを発表する

機会を提供したり、想定されるありとあらゆるビジネスの状況をケース教材に落とし込ん

だケースメソッド教授法を導入したりするなど、インタラクティブかつアクティブな学び

を取り入れた授業を多く提供している。また、課題を発見して自ら解決するために、実習科

目として国内・海外のフィールドワークの場を正課の授業として提供している。 

 

2-4   

経営管理専攻のマネジメントプログラムにおいては、社会人院生が仕事や育児、介護等の

都合により、対面での授業に参加できない場合、2021 年度から研究科において設けた申し

合わせに基づき、オンラインでの授業参加を認めている（資料 2-4-1)。オンラインでの授

業参加の要件については、「学修要覧（研究科編）」を通じて学生の周知を図っている。キャ

リア形成プログラムにおいては、オンラインでの授業参加を認めていない。なお、本研究科

ではインタラクティブでアクティブな学びを保証する観点から、オンデマンドによる授業

提供は行っていない。 

社会人のクラスでは、開講に先立ち、予め zoom の定期ミーティングを設定し、URL を本

学の Web 学修支援システム（Learning Management System :LMS）である manaba+R に掲載

することで、受講生がオンラインで授業参加できるようにしている。また、大阪梅田キャン

パスでは設備の改修を順次行い、最新の配信設備を導入している。コロナ禍での経験を通じ

て、教員間にはオンライン授業に対する抵抗感はなく、ノウハウが共有されている。これら

を通じて、オンラインであっても対面授業と同等の条件で、双方向型の授業を提供すること

が可能になっている。 

授業を受講した教育効果を確認するために、授業の最終回時に講義アンケートを実施し

ている（資料 2-16-1）。担当教員は、講義アンケート結果を踏まえた上で、教員が「教員ア

ンケート」として回答し、その項目である「今年度の授業設計に対するふりかえりと受講生

へのフィードバック」を学生に開示している（資料 2-4-2）。 

 

2-5   

本研究科では、春と秋のセメスターをそれぞれ２分割するクォーター制を採用しており、

講義科目は全て２時限連続で実施している。学生は 1 科目あたりおおよそ２ヵ月間集中し

て履修する設計となっている。2024 年度から１時限を 90 分から 100 分に改め、１科目あた
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り 200 分×７回で授業を実施することに変更した。学部卒業生を対象とするキャリア形成

プログラムの授業は、大阪いばらきキャンパスで開講している。授業時間帯は、1・2 時限

と 3・4時限である。両プログラムの学生が履修できる特殊講義である「経営管理特殊講義」

については、一部のクラスを除き、平日 6・7時限（18:30〜21:55）、または土曜日あるいは

日曜日に、大阪梅田キャンパスにおいて、キャリア形成プログラムの学生が、社会人学生と

一緒に受講することができる。 

社会人を対象とするマネジメントプログラムの授業は、大阪梅田キャンパスで開講して

いる。授業時間帯は、平日の 6・7時限と土曜日の 1・2時限、3・4時限、5・6時限、日曜

日の 1・2時限、3・4時限である。大阪梅田キャンパスでの授業は、日曜日も開講されてい

るため、社会人学生が勤務と両立して学修計画を立てることができるようになっている。ま

た、遠方から通う社会人学生に配慮して、日曜日の 5・6限には授業を配置していない（資

料 2-5-1）。 

 

【2024 年度の授業時間】 

大阪いばらきキャンパス（OIC） 大阪梅田キャンパス 

平日（月曜日～金曜日） 平日（月曜日～金曜日） 

1・2 時限  9:00～12:30 6・7 時限 18:30～21:55 

3・4 時限 13:20～16:50 土曜日・日曜日 

 1・2 時限  9:10～12:35 

3・4 時限 13:35～17:00 

5・6 時限 18:00～21:25 

 

＜根拠資料＞ 

・資料 2-4-1：「経営管理研究科の 2024 年度以降のオンライン受講に関する申し合わせ」

（2023 年 11 月 23 日 経営管理研究科教授会） 

・資料 2-16-1：「Web 講義アンケートの実施について」 

・資料 2-4-2：「立命館大学大学院経営学研究科「教員アンケート」ご協力のお願い」 

・資料 2-5-1：経営管理研究科経営管理専攻 2024 年度時間割 

 

・項目： 教育の実施 
評価の視点 

２-６ 学生に期待する学習成果を踏まえ、適切な授業形態（講義、演習、実習等）、方

法（ケーススタディ、フィールドワーク等）及び教材が用いられていること。

また、必要に応じてインターンシップやゲスト・スピーカー招聘がなされるな

ど当該職業分野の関係機関等と連携した教育上の工夫が行われていること。 
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２-７ 下記のような取組みによって、それらが相互に効果を発揮して学生の円滑な学

習につながっていること。 

・シラバスの作成と活用 

・履修指導、予習・復習等に係る相談・支援 

２-８ 教育課程を実施するうえでふさわしい教室、その他必要な施設が設けられ、か

つそれらが適切な学生数で利用されていること。 

２-９ 自習室、学生相互の交流のためのラウンジ等が設けられ、学生の学習効果を高

めていること。 

２-10 図書館（図書室）は、学習及び教育研究活動に必要かつ十分な図書等を備え、

かつ利用時間その他の利用環境が学習及び教育活動を支えるものとして十分な

ものであること。 

２-11 学習及び教育活動に必要かつ十分な設備（情報インフラストラクチャーを含む）

が整備され、活用されていること。 

＜現状の説明＞ 

2-6   

各授業の専門性と特性を踏まえ、多様な授業形態を採用している。授業形態には、講義の

みならず、ケース教材を用いたケース・ディスカッションや、ケース研究（事例分析）、グ

ループ発表、ゲスト講師の招聘、演習などが挙げられる。本研究科では、FD 研修等の取り

組みを通じて、他者を介したアクティブでインタラクティブな学びが、学習者の創造的な問

題解決力を高めていくのであり、学びの過程で多様な考えや意見を取り入れつつ自らの考

えを形成していく経験が極めて重要である、という認識を深めるに至っている。こうした理

解に立ち、各教員は、多様な授業形態を導入して、学生の学習を促している。 

授業で用いるケース教材については、販売されているケース教材を使うのみならず、授業

の担当教員が授業の学修内容に合わせたケース教材を教員自ら、あるいは、学生と共同で作

成し、ケース・ディスカッションを実施している場合もある。また、演習については、協力

してもらえる企業に課題を提示してもらい、web アンケートやその結果をテキストマイニン

グで分析して解決方法を提案するなどの実践が行われている。 

本研究科では実習科目として、国内・海外で実施されるフィールドワークの授業のほか、

プロジェクトマネジメントを開講している（資料 2-6-1、2-6-2）。 

また、本研究科では、株式会社農林中金アカデミーとの提携により、農林水産業分野の「経

営人材」養成を通じて地域社会の発展に資することを目的として、「Agriculture Management 

Program」を実施している。当プログラムは、学校教育法に基づく履修証明プログラムとし

て位置付けられており、修了者に対して履修証明書を交付している。当プログラムの科目は、

受講者間の交流を促進するために、正規プログラムの院生も受講可能である。 

 

2-7   

シラバスについては、シラバスの意味と確認するポイント、さらには活用方法を、新入生
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オリエンテーションで細かく説明している。このような対応によって、学生の履修科目の適

正な選択に結びついている。なお、シラバスについては全学の方針に従い、入稿後、研究科

執行部で点検を行い、必要に応じて修正を依頼し、質の担保を図っている（資料 2-7-1）。

さらに、授業がシラバスに則って運営されているかどうかを確認するために、講義アンケー

トの項目において、「忠実度」の項目（具体的質問項目としては「授業はシラバスに沿って

行われた」かどうかを７段階で評価する項目）を設け、開講されている授業運営の品質が担

保されているのかを確認している。 

学修・履修指導については、雇用期間の定めのない教員が履修アドバイザーとなり、全学

生を分担して、個別学生にアドバイスを行っている。また、履修アドバイザーは、ゼミ選択

時に個別面談を実施して、ゼミ決定まで責任を持ち、指導教員と学生の適正なマッチングを

行っている。この他、演習科目を担当している専任教員によるオフィスアワーを設定するな

ど、手厚い学修・履修相談体制を敷いている（資料 2-7-2）。 

授業の予習復習については、シラバスで“Focus Questions”として提示している。学生

には、本学の Web 学修支援システム（Learning Management System :LMS）である manaba+R

を活用して授業前に事前課題として提出してもらったり、授業後に課題を提出してもらっ

たりしている。また、受講生が作成した授業時間内で行うプレゼンテーション資料について

も、manaba+R で担当教員と受講生が共有している。 

 

2-8   

(1) 教室等施設の状況 

本研究科において授業で使用しているキャンパスは、大阪いばらきキャンパスと大阪梅

田キャンパスである。 

①大阪いばらきキャンパス 

大阪いばらきキャンパスは、2024 年度現在、６学部７研究科（本研究科を含む）が拠点

を置いており、教室数は合計 168 室である。定員 40 名のセミナールームから 700 名のレク

チャールームまで様々である。このうち大学院専用の教室であり、本研究科の授業で主に使

用しているのが C棟４階のセミナールーム形式となっている３室である。これらは、いずれ

も馬蹄形となっており、国内外のビジネススクールの教室条件を研究の上、当初から双方向

型のディスカッション中心の授業で使用されることを念頭に設計されたものである。いず

れの教室においても、マイク、プロジェクター、モニター、DVD/VHS ビデオ再生装置、OHC

（教材提示装置）、スクリーン（設置型）、授業の録画・配信用カメラを設置している。教卓

には PC が配置され、また、持ち込んだノート型 PC の接続も可能である。その他、本研究科

では、授業の方法や形態に応じて、スクール形式のセミナールームを他学部・他研究科と調

整の上、使用している。また、全席に PC を配置した ICT ラボも使用可能である（資料 2-8-

1）。 
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②大阪梅田キャンパス 

大阪梅田キャンパスでは、定員 39 名の演習室１と定員 38 名の演習室２（いずれも馬蹄

形教室）、30 名定員の教室１室（第７教室、スクール形式）、24 名定員の教室１室（第 1教

室、スクール形式）、20 名定員の教室２室（第４、５教室、コ・クリエーションスタジオ 

いずれもスクール形式）を教室として備え、また、８名定員のラーニングスタジオ（スクー

ル形式）を備えている。演習室２は、パーテーションで区切られた多目的室を繋げると 98

名定員の教室として利用することもできる。 

大阪梅田キャンパスでは、６つの教室と２つの演習室にマイク、プロジェクター、モニタ

ー、DVD/VHS ビデオ再生装置、OHC（教材提示装置）、スクリーン（設置型）、授業の録画・配

信用カメラを設置している。教卓には PC が配置され、また、事務室からノート PC を借りて

利用することができる。同キャンパスでは、仕事の都合で対面授業に参加できない社会人院

生に配慮して、多くの授業でハイフレックス型（対面およびライブ配信）の授業を行ってい

ることから、2020 年度以降、施設改修を順次行っており、第１教室と演習室２では動体検

知カメラ等、最新の設備が導入されている。 

 

【授業で使用している教室（2020〜2024 年度実績）】 

キャンパス 教室名 収容定員 形式 

大阪いばらき 

キャンパス 

C471 70 馬蹄形式 

C472 45 馬蹄形式 

C473 46 馬蹄形式 

AC244 60 情報教室 

C373 120 アクティブラーニング教室 

AS264 40 情報教室 

AS368 96 スクール形式 

AC248 40 情報教室 

大阪梅田 

キャンパス 

演習室１ 39 馬蹄形式 

演習室２ 38 馬蹄形式 

第１教室 24 スクール形式 

第７教室 30 スクール形式 

ｺ･ｸﾘｴｰｼｮﾝｽﾀｼﾞｵ 20 スクール形式 

 

(2)適切な学生数での利用 

少人数双方向の授業を可能にするため、受講者数は一部の例外（基礎科目、経営管理特殊
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講義など）を除き、講義および実習では少人数から構成されるクラスとなっており、また、

演習では数名程度を想定している。 

以下に見るように、2020 年度〜2024 年度の期間における受講者数別クラス数によると、

毎年度、７割〜８割のクラスで 20 名以下の少人数教育が成立しており、教室は適正な学生

数で利用されている（資料 2-8-2）。 

 

【受講者数別クラス数（2020〜2024 年度実績）】 
 

2020 2021 2022 2023 2024 平均 

10 名以下 39 35 42 31 50 39.4 

11〜20 名 30 42 31 44 34 36.2 

21〜30 名 15 10 10 6 9 10.0 

31 名以上 5 10 14 18 11 11.6 

合計 89 97 97 99 104  
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大阪いばらきキャンパスには、大学院生の共同研究室、ミーティングルーム、大学院ラウ

ンジを設けており、自習やグループ学習など様々な目的のために活用されている。共同研究

室は、静寂性に配慮し、個⼈で研究・学習に集中/没頭できる空間となっている。ミーティ

ングルームは、事前予約なしで自由に利用することができ、学生同士でコミュニケーション

を取りながら研究プロジェクト等のグループ作業を行うことができる空間となっている。

大学院ラウンジは、ソファなどが配置され、コースワーク前後に学生同士が交流できる空間

となっている。また、同キャンパスは、廊下も含めて非常に開放的な空間設計となっており、

建物内のいたるところに椅子やテーブルまたはデスクが配置され、これらも含めた自習・共

同学習のスペースは十分に用意されている。 

大阪梅田キャンパスでは、院生の学習支援施設として図書室、自習室、共同利用スペース、

ラウンジスペースを設けている。これらのスペースの利用時間は、キャンパスのある大阪富

国生命ビルの開館スケジュールを考慮し、平日は 21:30 まで（閉講期間中も同じ）、土曜日

は 21:00 まで（閉講期間中 17：00 まで）、日曜日は 20:00 まで（閉講期間中 17：00 まで）、

祝日は 20:00 まで（閉講期間中は閉室）である。 
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本学では、衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、大阪いばらきキャンパス、朱雀

キャンパスおよび大阪梅田キャンパスにそれぞれ図書館または図書室が置かれている。大

阪いばらきキャンパスの図書館は「OIC ライブラリー」と呼ばれ、その管理・運営方針は、
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他キャンパスと同様、全学の図書館委員会で決定される（資料 2-10-1）。 

本学図書館の蔵書は、図書が約 345 万冊、雑誌は約６万４千タイトル、E-Journal は約６

万６千タイトルとなっている。OIC ライブラリーの蔵書は約 29 万冊、雑誌は約３万５千タ

イトルとなっている。大阪梅田キャンパスにある図書室の蔵書は、図書が約 1,379 冊、雑誌

は 26 タイトルである。 

立命館大学蔵書検索システム RUNNERS を用いて分野別の蔵書数を検索（2024 年 10 月 15 日

時点）すると、図書で「社会科学」は約 57 万 7 千件、「企業・経営」は約 3万 4千件、「経

営管理・簿記・会計」は 3万件となっている。雑誌では「社会科学」は約８千件、「企業・

経営」は約１千件、「経営管理・簿記・会計」は約 150 件となっている。電子ジャーナルは、

Business & Management のカテゴリで 6,946 タイトルとなっている。 

なお、大阪いばらきキャンパス、大阪梅田キャンパスのいずれにおいても、教員および学

生は、衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、朱雀キャンパスの図書館、さらに APU

ライブラリー（立命館アジア太平洋大学図書館）から、図書および雑誌（複写）の取り寄せ

を行うことが可能となっている。 

学生は、図書館の利用に際して、上限 100 冊、100 日間の貸し出しを受けることができる。

 OIC ライブラリーの利用時間は、開講期間中の平日が 8:30〜22:00、土曜日・日曜日は 10:

00〜17:00、開講期間外の平日は 9:00〜19:30 となっている。大阪梅田キャンパスの図書室

の利用時間は、自習室の利用時間に準じている。なお、本学のそれぞれの図書館の開館・閉

館のタイムスケジュールは、本学図書館のウェブサイトに明示されている。 

学生は、本学図書館が国内外の大学院・研究機関と相互利用協定を結んでいることから、

それらの大学院等と学術情報や資料の相互利用が可能となっている。 
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本学では、学習・研究エリアに無線 LAN を整備し、個人のノート型 PC やモバイル端末か

らアクセスすることが可能になっている。 

PC については、大阪いばらきキャンパスには全教室に教員用 PC が１台ずつ設置され、本

研究科が授業で使用する情報教室（AS267）には、学生の学習用 PC が 100 台設置されてい

る。同キャンパスには、PC スペースや図書館などに学生の自習用 PC が 125 台設置され、図

書館には貸出用ノート型 PC が 40 台用意されている。大阪梅田キャンパスにも教室に教員

用 PC が設置されているほか、事務室には貸出用ノート型 PC が 20 台用意されている。 

また、本学は、授業内外の学習を Web 上で支援する LMS の manaba+R を導入している。これ

は、科目毎に、教員が電子掲示板、レジュメの掲載・ダウンロード、小テストなどの機能を

運用するもので、学生はインターネットを通じて manaba+R にアクセスすることができる（資

料 2-11-1）。さらに、本学では、VPN 接続を可能にしており、世界中どこからでも、教員だ

けでなく学生も本学の図書館が提供している各種のデータベースにアクセすることが可能
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である。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 2-6-1：2024 年度プロジェクトマネジメントシラバス 

・ 資料 2-6-2：「2024 年度プロジェクトマネジメント実施要領」 

・ Agriculture Management Program(https://www.ritsumei.ac.jp/mba/completion/amp/) 

・ 資料 2-7-1：「2024 年度 シラバス点検結果について」（2024 年 3 月 21 日 経営管理研究

科教授会） 

・ 資料 2-7-2：2024 年度オフィスアワー 

・ 資料 2-8-1：大阪いばらきキャンパス施設配置図 

・ 立命館大学梅田キャンパス 

（https://www.ritsumei.ac.jp/osakaumedacampus/facilities/） 

・ 資料 2-8-2：2020～2024 年度経営管理研究科受講者リスト 

・ OIC 大学院施設利用ガイド 

（https://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future/file/oic_usage_guidelines_j.pdf） 

・ 資料 2-10-1：「図書館関係の各種委員会について」（2024 年 4 月 15 日 図書館委員会） 

・ 立命館大学図書館基礎データ（https://www.ritsumei.ac.jp/lib/f01/010/） 

・ 立命館大学図書館 HP（https://www.ritsumei.ac.jp/lib/） 

・ 立命館大学図書館 HP＞予約・取寄・リコール 

（https://www.ritsumei.ac.jp/lib/a01/060/） 

・ 立命館大学図書館 HP＞他大学資料の借用・複写 

（https://www.ritsumei.ac.jp/lib/b08/010/） 

・LIBRARY GUIDE 

 （https://www.ritsumei.ac.jp/lib/f04/010/libraryguide_jpn.pdf） 

・立命館大学図書館利用規程 

 （https://www.ritsumei.ac.jp/lib/f03/010/） 

・ RITSUMEIKAN IT サポートサイト 

（https://it.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja） 

・ 情報教室設備・マニュアル一覧 

（https://www.ritsumei.ac.jp/rainbow/avlist-infoclass-oic/） 

・ 立命館大学情報教室等施設一覧 

（https://www.ritsumeikan-trust.jp/file.jsp?id=234277&f=.pdf） 

・ manaba+R 学生用マニュアル 

（https://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future/stundent-manual/manaba/assets/fil

e/manaba_manual_ja.pdf） 
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・ 電子リソース（データベースなど）一覧 

（https://database.ritsumei.ac.jp/opac/gateway/） 

 

・項目： 学習成果 
評価の視点 

２-12 授業科目の内容、形態に応じ、それぞれの目標の達成度を測るのにふさわしい

方法・基準を設定し、これをあらかじめ学生に明示したうえで、学生の学習に

係る評価を公正かつ厳格に行っていること。 

２-13 成績評価の公正性・厳格性を担保するために、学生からの成績評価に関する問

い合わせ等に対応する仕組みを整備し、かつ、学生に対して明示していること。

また、その仕組みを適切に運用していること。 

２-14 あらかじめ学生に明示した基準及び方法によって修了認定をし、学位授与方針

に定めた学習成果を達成した学生に対して適切に学位を授与していること。 

２-15 学生の学習成果、修了者の進路状況等を踏まえ、当該専門職大学院における教

育上の成果を検証していること。また、必要に応じ、それを踏まえた改善・向

上策をとっていること。 

２-16 教育上の成果を検証し、教育課程及びその内容、方法の改善・向上を図るにあ

たっては、修了生等の意見や学生の意見を勘案するなど、多角的な視点に立つ

工夫をしていること。 

＜現状の説明＞ 

2-12   

本学の成績評価の基準は、立命館大学大学院学則第 23 条にて定めている。大学院学則で

は、「授業科目の成績評価は、A+、A、B、C、P または F で行い、A+、A、B、C および P を合

格、Fを不合格とする」（第１項）、「前項の成績評価は、A+は 100 点法では 90 点以上、Aは

同 80 点台、B は同 70 点台、C は同 60 点台および F は同 60 点未満とし、P は特定の科目に

おける合格とする」（第２項）としている。本研究科では、上記のうち Pによる合格科目を

もたないので、A+、A、B、Cを合格とし、Fを不合格としている。また、100 点法による A+〜

F の点数評価は、本研究科においても同様に運用している。これらの基準は「学修要覧（全

研究科共通編）」に記載し、学生に周知している。 

成績評価の方法は、テストの成績、レポートの完成度、授業への貢献度（授業参加）など

の諸点を考慮し、教員が各科目の内容・方法等に応じて決定する。これらについては、シラ

バスの「成績評価方法」欄に記載し、学生に広く周知している。各教員は明示された成績評

価の基準及び方法に基づいて、公正かつ厳格に成績評価を行っている。2019〜2023 年度の

成績評価分布（A+評価〜F評価）を見ると、成績分布は幅広い分布を示している。 

なお、本研究科では、「A+」の割合の目安を設定している。一科目当たりの履修人数が学

部に比べて少ない本研究科では、「A+」の比率を科目履修者数の 20%以下と定め（資料 2-12

-1）、執行部会議および教授会で、成績評価の分布について確認を行い、公正かつ厳格な評
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価を期している（資料 2-12-2、2-12-3）。なお 2025 年度より、成績評価の一層の厳格化を

図るべく、「A+」の比率を科目履修者数の 10%を目安とするという運用に変更することとし

た（資料 2-12-4）。 

 

【経営管理研究科成績評価分布経年比較（2020〜2024 年度）】 

 2020 

春 

2020 

秋 

2021 

春 

2021 

秋 

2022 

春 

2022 

秋 

2023 

春 

2023 

秋 

2024 

春 

2024 

秋 

A+ 11.2% 16.0% 13.3% 14.8% 11.0% 14.0% 12.1% 15.0% 12.5％ 13.1％ 

A 53.4% 57.3% 49.7% 59.5% 49.1% 58.5% 52.7% 56.9% 55.1％ 63.2％ 

B 23.4% 20.8% 26.9% 19.9% 30.2% 21.9% 24.8% 23.8% 24.1％ 19.6％ 

C 10.0% 5.3% 8.6% 4.0% 8.6% 3.8% 9.8% 2.9% 6.8％ 2.8％ 

F 2.0% 0.6% 1.5% 1.7% 1.0% 1.8% 0.6% 1.5% 1.5％ 1.2％ 
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本研究科では、成績評価に対して疑問のある場合に問い合わせに応じるための成績異議

申立制度を設け、評価の公平性や厳格性の担保を図っている。これは、学生に対して、年２

回の成績発表後の所定の期間内に、学生から事務局を通じて科目担当教員に対する成績評

価の異議申立てを保証する制度である。担当教員からの回答に申立者が再度異議を示した

場合には、研究科長が指名する成績異議申立再評価委員が協議し、成績評価の妥当性を再評

価する。本制度については、春学期および秋学期の該当期間に掲示され、学生に周知してい

る（資料 2-13-1、2-13-2）。本制度は、全学の制度である「成績確認制度」に代わる研究科

独自の制度として 2022 年度より運用を開始したものである。成績確認制度」はＦ評価であ

った学生のみ意義を申し立てる制度であったのに対して、研究科独自の「成績意義申請制

度」は、F評価の科目のみならず、すべての科目に対して学生が申し立てすることができる

制度となっている。なお、全学的にも、2023 年度よりすべての科目に対して成績を確認す

ることができる制度へと変更している。旧制度を含めてこれまでの申請件数の推移は以下

のとおりである。 

 

【成績確認制度（～2021 年度）および成績異議申立制度（2022 年度以降）の申請件数の推

移（2020〜2024 年度）】 

 2020 2021 2022 2023 2024 

申請件数 3 3 5 2 7 
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2-14   

本研究科の修了要件は、立命館大学大学院学則第 42 条第１項、第 40 条および研究科則

第 10 条の３に定めている。すなわち、本研究科は、立命館大学大学院学則第 40 条にしたが

い、標準修業年限を２年と定め、ただし、早期修了制度（在学期間の短縮）を選択した者に

あっては 1.5 年としている。また、修了に必要な単位数は、研究科則第 10 条の３に 46 単位

と定めており、専門職大学院設置基準第 15 条を満たしている。また、立命館大学学位規程

第 30 条〜第 32 条は、専門職学位の授与の手続、要件、審査の方法を定めている。本研究科

における修了要件については、研究科則で掲載するとともに、新入生ガイダンスで配付する

「学修要覧（研究科編）」で周知している。 

本研究科では、在学期間の短縮制度（専門職大学院設置基準第 16 条）を 2017 年度より採

用している。１年半で修了する早期修了制度（在学期間の短縮）は、立命館大学大学院学則

第 43 条および研究科則第 14 条の２に基づき、入学時点で、通算２年以上の職業経験があ

り、研究科則第 14 条第１項に基づき入学前に修得した単位を４単位以上認定されているこ

ととしている。本制度の申請期限は、研究科則第 14 条の２第２項に基づき、修了を希望す

る年度の前年度の８月末日までとしている。早期修了の要件は、研究科ウェブサイトに「早

期修了制度について」を掲載し、入学後の「新入生ガイダンス」で「学修要覧（研究科編）」

を配布し、説明を行うことで周知を図っている。なお、2017 年度から 2024 年度までの 8年

間において早期修了制度を活用して修了した学生はいない。 

 

2-15   

本研究科ではこれまで、１年次の各セメスター終了時に実施する「振り返りシート」や修

了時に実施する「修了時アンケート」を通じて、教育目標の達成度に関する自己評価を集計

する形で、間接的に学習成果を把握してきた（資料 2-15-1、2-15-2）。このうち、後者の「修

了時アンケート」は、課程全般にわたる累積的効果を問うもので、科目の教育効果や教育方

法の改善課題を明らかにする仕組みである。それによれば、「プログラム科目の学習におい

て基礎科目が役に立っている」「基礎から応用へ段階的に履修できた」「企業経営の諸側面に

ついて広範な知識を身につけることができた」「企業経営に必要な思考力・分析力・判断力

を身につけることができた」「専門知識・スキルの習得ができた」といった点について、肯

定的な意見が多い。修了時アンケートの結果から、概ね、カリキュラムの教育効果は高いと

考えられる。その一方で、「グローバルな変化に関心をもちイノベーションを構想できるよ

うになった」については、「どちらともいえない」「あまり達成できていない」という回答が

若干多い傾向がある。これについては、2024 年度カリキュラム改革における、「国際経営」

や「グローバルビジネスの実践」といった国際経営分野の科目の新設により対応を図ってい

る。 

本研究科では、「経営管理研究科 R2030 前半期計画」で示された「教育手法および学習成
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果の評価の仕組みを高度化し、教育システムに組み込んでいく」という方針に基づき、学習

成果の間接的な把握に代わる手段の検討を進めている。すでに 2-1 で言及したように、本研

究科では、2024 年度から適用される新しい「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」にお

いて、学生の学習成果について、修了時点において到達していると期待される成果の目標を

「学修目標」（Learning Goals：LG）という形で表現し、これを 5項目により定めるととも

に、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）において、学習成果の直接的測定を念頭

に、上記の学修目標を「学修目的」（Learning Objectives: LO）に変換し、その測定値の集

計を通じてカリキュラム全体の有効性を評価することを目指している。 

LO の達成度を測定するためには、各科目について評価のためのルーブリック等を用意し、

アセスメントを実行していくこと、その上で、集計結果について分析・評価の上、カリキュ

ラム改善に役立てていくための仕組みとその実行体制の構築することが必要である。そこ

で、そのための取り組みの一環として、本研究科では 2021 年度以降、演習科目「課題研究

Ⅰ・Ⅱ」の成績評価を目的に LO の達成状況を測定するためのルーブリック（資料 2-15-3）

を開発し、演習科目を担当する全ての教員が当該ルーブリックに基づき課題研究レポート

等を評価することにより、統一的な成績評価が可能となった。今後は、アンケート等による

学習成果の間接的な把握を継続するとともに、直接的測定に基づく学習成果の測定・把握を、

演習科目以外の科目にも拡大適用し、プログラムレベルのアセスメントとして発展させて

いくことが課題である。 

教育成果の検証のためには、学習成果の把握だけでなく、修了後の就職や勤務先での昇進、

さらには独立・起業といった状況の把握が求められる。過去５年間（2019～2022 年度）の

修了生（内訳：社会人は 120 名、学卒者・留学生は 162 名）の修了後の進路状況は次の通り

である。社会人のほとんどは所属組織に継続して勤務しているが、修了後に経営企画部門へ

の配属、社長・役員への昇任、部課長への昇格を遂げている者も少なからず存在する。一部

の修了生は、博士課程への進学、起業、コンサルタントとして独立するなどの転身を遂げて

いる。他方、キャリア形成プログラムに所属の学部からの進学者・留学生は、これまで順調

に企業等への就職を果たしており、2019 年度～2023 年度の修了生の就職率は 97.6％～100.

0％であり、本研究科の教育効果は高い就職実績となって現れている。これらのことから、

本研究科での学びは総じて、修了後のキャリアにポジティブなインパクトを与えていると

評価することができる。 

 

【経営管理研究科修了状況（2020〜2024 年度）】 

 2020 2021 2022 2023 2024 
修了生数 
（標準修了生数） 

60 
(57) 

56 
（53) 

59 
(57) 

60 
(60) 

78 
(75) 
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内訳 
社会人 23 27 23 24 30 
学部からの進学者、留学生 37 29 36 36 48 

 
【経営管理研究科進路決定状況（2020〜2024 年度）】 

 2020 2021 2022 2023 2024 
就職希望者数に占める就職率 100% 97.7% 100% 97.6% 100% 

 

2-16   

本研究科は、教育成果を適切に評価し、教育活動及びその内容・方法を改善・向上するた

めにクォーター毎に「講義アンケート」を実施している（資料 2-16-1）。 
講義アンケートは、各講義に対する学生の評価と学習効果を問うもので、科目の教育効果

や教育方法の改善課題を明らかにする仕組みであり、全講義科目に対して最終日に実施し

ている。実施については、manaba+R のアンケート機能を用い、特定個人の回答内容が教員

に分からないよう厳正に実施している。 
事務局は、各授業科目についての質問項目の数値と平均、全体平均を記載したレポートを

作成、それを担当教員に送付するとともに、そのレポートに即したコメントを依頼する。講

義アンケートの各質問項目の評価構成、個別平均、全体平均などが記載された各科目の集計

結果と上記の担当教員によるコメントが付され、在学生等の閲覧に供されている（資料 2-1

6-2、2-16-3）。 
また、講義アンケートの集計結果は、教授会に資料として提示し、全員で共有するととも

に、とくに課題があると考えられる場合には、研究科長・副研究科長が担当教員と意見交換

を行い、改善を要請することがある。現在のところ、研究科全体として授業の満足度は高く、

また、授業別に低い場合も個別の意見交換によって事情を把握している。 
教育上の成果を検証するために、修了生に対するアンケートを実施することとした。202

4 年６月に開催される修了生が出席する校友会（RIMO）総会にて回答を依頼した（資料 2-1

6-4）。 
さらに、キャリア形成プログラムの学生に対しては、年に１回、学習面のみならず、学生

生活面での要望を聞くための「クラス会懇談会」を実施している。この懇談会は、院生代表

の３名と教職員が出席し、具体的要望を受けて対策を行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 立命館大学大学院学則（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=617287&f=.pdf） 

・ 学修要覧（全研究科共通編）2024 年度用 

（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=615169） 

・ 資料 2-12-1：「成績評価に関わる補足事項について」 
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・ 資料 2-12-2：「2024 年度 受講生の 20%を超える「A+」評価の理由書」 

・ 資料 2-12-3：「2024 年度成績分布表」 

・ 資料 2-12-4：「経営管理研究科の成績 A+に関する取り扱いについて」（2024 年 7 月 25 日

 経営管理研究科教授会） 
・ 資料 2-13-1：「経営管理研究科 2024 年度春学期成績発表について」 

・ 資料 2-13-2：「経営管理研究科 2024 年度秋学期成績発表について」 

・ 立命館大学大学院経営管理研究科研究科則 

（https://www.ritsumeikan-trust.jp/file.jsp?id=416156&f=.pdf） 

・ 立命館大学学位規程（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=227387&f=.pdf） 

・ 研究科 HP＞早期修了制度について（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/faq/pdf/doc_01.

pdf） 

・ 資料 2-15-1：「2024 年度春学期振り返りシートについて」（2024 年 8 月 29 日 経営管理

研究科教授会） 

・ 資料 2-15-2：「2023 年度修了時アンケート」 集計 

・ 資料 2-15-3：「課題研究ルーブリック評価シート（2023 改訂版）」 

・ 資料 2-16-1：「Web 講義アンケートの実施について」 

・ 資料 2-16-2：「2024 年度春学期講義アンケート結果」 

・ 資料 2-16-3：「2024 年度秋学期講義アンケート結果」 

・ 資料 2-16-4：「2024 年度 RBS 修了生アンケート結果」 

 

・項目： 学生の受け入れ 
評価の視点 

２-17 学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえて学生の受入れ方針を定

め、求める学生像や入学者に求める水準等の判定方法等を明確にしていること。 

２-18 選抜方法及び手続をあらかじめ公表したうえで、所定の選抜基準及び体制のも

とで適切かつ公正に入学者を選抜していること。 

２-19 入学定員に対する入学者数及び収容定員に対する在籍学生数を適正に管理して

いること。 

＜現状の説明＞ 

2-17   

本研究科では、「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」および「教育課程編成・実施方

針（カリキュラム・ポリシー）」を踏まえて策定した「入学者受入方針（アドミッション・

ポリシー）」において、入学者に期待される能力を明示している。 

経営管理専攻と観光マネジメント専攻の２専攻体制となり、専攻ごとに、「大学院での

研究活動に対応しうる一定の高い基礎学力を有し、知的好奇心に溢れ、勉学意欲の

高い学生」や「ビジネス社会の様々な事象に広く関心をもち、それまでの実務また
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は学習経験の中で醸成された課題意識にもとづき、不断の努力をもって勉学に取り

組む学生」など、どのような学生を受け入れるのかについての方針を６項目にわた

って示している。これらについては、研究科のウェブサイトおよび入学試験要項を通じ

て、周知を図っている（資料 2-17-1）。 

求める学生像や入学者に求める水準等の判定方法は、８つの入学試験方式とそれぞれに

対応する選抜方法に反映されている。選抜は、書類選考、筆記試験、面接試験を通じて行わ

れる。このうち、筆記試験の有無については、入学試験方式ごとに異なる。 

８つの入学試験方式は、社会人を対象とするマネジメントプログラムと、学部卒業生また

は留学生を対象とするキャリア形成プログラムで大別され、入学試験要項において明記す

ることで周知を図っている。マネジメントプログラムの入学試験では、一定の国家資格合格

者や、科目等履修生として所定の科目で B 以上の成績を取得した者を対象とする自己推薦

型と、勤務先の所属長等もしくは本研究科修了生の推薦のある者を対象とする企業等推薦

型を設けている。これらの入学試験方式では、筆記試験を免除している。筆記試験では、時

事的な話題等を取り上げる設問に対して、論理的かつ説得力のある記述ができるかを評価

する。書類選考では、エントリーシートにおいて、これまでの業務経験のなかで担当した最

も顕著な成果、具体的な業務内容や何を得たのか、また、本研究科で学ぶ目的、大学院修了

後の計画に関する記述を求め、その内容を評価している。そして、書類の内容を踏まえた面

接試験では、社会人に相応しい問題意識やキャリアを見据えた目的意識、コミュニケーショ

ン能力を評価している。なお、大学卒業資格を持たない場合は、事前の個別審査において、

大学卒業と同等の学力を有していることを証明することを求めている。 

なお、2024 年４月入学の入学試験より、社会人入学試験の一般型でも筆記試験を免除し

ている。これは、筆記試験を無くすことで、受験の⼼理的ハードルを下げ出願数増加を図る

ためであるが、その分、エントリーシートの最も顕著な成果を記載する設問に⽂字数指定を

設けて記述量を増やすことで、受験⽣の評価をよりできるよう対応した。 

 

【経営管理専攻の入学試験方式と選抜方法（2024 年４月入学）】 

 

 

そのほか、これまで⾃⼰推薦型入試の出願要件には、ビジネススクールの学びと必ずしも

かかわりのない国家資格試験等が含まれていたが、これについては、企業経営に関係する資
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格に限定するといった変更により対応を図った。 

キャリア形成プログラムおよび観光事業キャリア形成プログラムの入学試験では、学内

進学者等を除き筆記試験を実施している。筆記試験の内容は社会人入学試験（筆記試験型）

と共通であるが、外国人留学生の受験者も多いことから、論理的かつ説得力のある記述がで

きるかに加え、日本語能力も含めて評価している。書類選考では、「エントリーシート」に

おいて、大学（学部・大学院）入学以降に取り組んだ最も顕著な活動・経験（ゼミ・課外活

動・インターンシップ等）と、それがキャリア形成にもたらした意義についての記述を求め、

その内容を評価している。面接では、将来的なキャリアを見据えた目的意識に加え、日本語

能力も含む基本的なコミュニケーション能力を評価している。 

以上のように、本研究科では、アドミッション・ポリシーに基づき、入学試験方式ごとに

入学者に求める要件を設定し、それに応じた選抜方法を明確化している。 

 

2-18   

入学試験要項では、学習歴や学力水準、入学希望者に求める具体的な水準を、プログラム

ごと、入学試験方式ごとに明確に示すように、選抜方法および手続きをあらかじめ公表して

いる。このことを通じて、入学希望者は事前に自身が本研究科の求める学生像に合致してい

るかどうかを判断でき、適切な準備と自己評価を行うことが可能となる。入学試験要項は全

学および研究科のウェブサイトからダウンロード可能であり、全ての入学希望者が、本研究

科の学生受け入れ方針を理解し、自己の適合性を評価するための情報に容易にアクセスで

きるようになっている。また、以上の内容については、入学試験要項だけでなく、社会人対

象あるいは学部卒業生・留学生を対象とする説明会でも、適宜説明を行っている。 

入学者選抜における客観性の担保を目的として、書類選考と面接試験については、１人の

志願者に対して常に複数の教員が担当している。選考方法ごとの得点は、書類選考、筆記試

験、面接試験のすべてを実施する方式と、書類選考と 面接試験のみを実施する入学試験方

式について、それぞれ別に得点比率を設定しており、いずれの方式でも、各選考方法の得点

の総合計を基準に合否判断を行っている(資料 2-18-1)。 

入学試験は、厳格な責任体制と手続きを定めた全学の「大学院入学試験執行ガイドライン」

（資料 2-18-2）に則り、経営管理研究科専任教員および OIC 独立研究科事務室によって適

切に実施している。そして、入学者選抜を責任ある実施体制の下で、適切かつ公正に運営・

実施するため、本研究科内に入学試験委員会を設置している。入学試験委員会は、入学試験

実施運営の基本方針、入学試験の実施に関わる実施体制、入学者選抜方法の改善、その他入

学試験に関する重要な事項について、審議、提案、その実現のための計画、実行、検証、改

善の諸活動を行っている。 
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2-19   

本研究科では毎年度「入試総括」（資料 2-19-1）を作成している。以下では、2023 年度の

入試総括に基づき、本研究科における入学者や在籍者数の管理状況について述べる。 

2024 年４月入学入試の志願者数は 163 名であり、2023 年４月入学入試の 161 名からわず

かに増加した。合格者数は 2023 年４月入学入試の 83 名（合格率 51.6％）から 79 名（合格

率 48.5％）へと４名減少し、合格率は 3.1 ポイント減少した。そして、2024 年度の入学者

数は、入学定員 80 名のうち、66 名（定員充足率 82.5％）であり、2023 年４月入学者数か

ら 11 名減少となった。ただし、以下の通り、マネジメントプログラムとキャリア形成プロ

グラムを分けてとらえると、問題点も見える。 

マネジメントプログラム（募集人数：40 名）については、入学者は 22 名と前年度比７名

減少し、定員充足率は 55％にとどまり、厚生労働省の教育訓練給付金の基準である 60％を

下回っている。ただし、志願者数は 42 名と前年より３名増加しており、合格率が低下した

ことを意味している。この合格率の低下は、日本語を母語としない出願者が増加したことに

加え、面接でコミュニケーション能力を入念に評価したことが影響している。 

キャリア形成プログラム（募集人数：40 名）については、入学者は 44 名と前年度比４名

減少となり、定員充足率はやや低下している。これは留学生の志願者数は増加したものの、

日本人入学者が減少したことが影響している。44 名の入学者のうち日本人入学者は７名で

あり、前年比２名の増加となったが、学部生の就職状況の改善の影響を引き続き受けている

と考えられる。 

2024 年５月時点の在籍者数は 145 名であり、学生収容定員は 160 名のため、収容定員充

足率は 90.62％となる。前年度の 87.5％から増加している。しかし、マネジメントプログラ

ムの募集人数未達やキャリア形成プログラムにおける日本人入学者の減少といった課題が

残っている。 

本研究科では、社会人入学者の伸び悩みについて、広報活動の戦略性不足と正課カリキュ

ラム以外の活動の弱さが要因であると分析している。そこで、第一に、広報戦略を見直し、

ビジネススクールで学ぶ意義を「人生 100 年時代」における「学び直し」や「リスキリング」

といった、現代の社会状況やニーズに合わせて再定義し、様々なメディアを活用して積極的

に発信していく。これにより、これまでビジネススクールや MBA といったキーワードが響か

なかった層にも訴求することができる。ビジネススクールは必ずしも大企業の管理職を目

指すビジネスパーソンのためのものではなく、中小企業経営者や起業家、さらにはキャリア

アップを目指す若手社員など、幅広い層にとって価値のあるものであることを訴求する。第

二に、2023 年度に発足した「RBS ビジネス創造リンケージ」を通じて、セミナーや研修の開

催、起業支援、コンテンツ開発、ジャーナル発行など、社会との連携を強化する活動を積極

的に展開し、社会人入学者の増加を目指していく。特に、RBS ビジネス創造リンケージが主

催する MBA エッセンシャルズや RBS セミナーは、本研究科の認知度向上に大きく貢献する
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ことが期待される。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 2-17-1:立命館大学大学院 経営管理研究科入学試験要項 2024 

・ 資料 2-18-1：「経営管理研究科入学試験合否判定基準等の今後の取扱いについて」（2021

年 7 月 8日 経営管理研究科教授会） 

・ 資料 2-18-2：「大学院入学試験執行ガイドライン（2024 年４月･９月入学者版）」 

・ 資料 2-19-1：「2024 年４月入学 入学試験（2023 年度実施）の総括」（2024 年４月 27 日 

経営管理研究科教授会） 

 

・項目： 学生支援 
評価の視点 

２-20 適切な体制のもと、進路選択・キャリア形成に関する相談・支援が行われてい

ること。 

２-21 適切な体制のもと、社会人、留学生、障がい者をはじめ、多様な学生が学習を

行っていくための支援がなされていること。 

２-22 適切な体制のもと、在学生の課外活動や修了生の活動に対して必要な支援を行

っていること。 

＜現状の説明＞ 

2-20   

本学では、具体的な学生への支援は、①「学修」（学習相談・指導等）、②「学生生活」（奨

学金を通じた経済的支援を含む））、③「留学生／海外留学」（留学生に対する各種相談を含

む）、④「進路／就職」（キャリア形成、進路・就職相談・指導）に区分される。本研究科の

学生は、全学的な学生生活に関する相談・支援体制を利用することが可能であり、本学のウ

ェブサイトの「学修」「学生生活」「留学生／海外留学」「進路／就職」に関する支援サイト

から、提供するサポートの内容について、窓口への連絡先とともに知ることができる。 

本学では、キャリア形成・進路選択等に関わる相談・支援体制として、大学の学生及び大

学院生のキャリア支援に関する事務を掌る部としてキャリアセンターが置かれ、学生等に

対する就職情報の収集・紹介、学部生・大学院生に進路就職に関する相談などを行っている。

キャリアセンターは、衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、大阪いばらきキャンパ

スの３キャンパスにそれぞれ配置している。また、東京キャンパスでは、就職活動支援のた

めの施設、窓口を設置している。さらに、本学学生宛の求人情報をキャリタス UC で掲載し

ている。また、大学院生に対しては、全学組織として｢大学院キャリアパス推進室｣が設置さ

れており、大学院生のキャリア形成・キャリアパス構築を支援するため、進路就職に関する

講座、セミナー等を企画している。 本研究科の修了生も含め、本学の卒業生・修了生はキ

ャリアセンターのサポートを受けることができる。本学のキャリアセンターが委託してい
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る外部サービスにより、就職支援のサポートを受けることができる。国外に帰国した学生で

あっても、オンラインにより相談サービスを受けることが可能である。 

上記の全学的なサポートに加えて、本研究科では、課題研究の指導教員と履修アドバイザ

ーが、個々の学生のキャリア形成、進路就職に関する相談に応じている。  

 

2-21   

社会人の支援は、通学の利便性を考慮して JR、阪急、阪神、大阪市高速電気軌道（Osaka 

Metro）が集合する大阪（梅田） 駅から徒歩数分の距離に大阪梅田キャンパスを設置して平

日夜間および土曜、日祝日に授業を開講している。 

本研究科では、先述の履修アドバイザーが履修相談を含めて、個々の院生の相談に応じて

いるほか、総合的な相談・支援として、OIC 独立研究科事務室窓口が対応している。さらに

全学的には｢学生サポートルーム｣を設置し、学生生活に関わる各種相談に応じている。 

外国人留学生への支援は、国際部が主管となり、新入生への入学前ガイダンスを実施し、

学修、奨学金、ビザや日常生活等にかかわる指導・支援を行っている。また、外国人留学生

の就職活動支援のため、本研究科の OB・OG からなるキャリアアドバイザーによる相談会を

年１～２回開催している。 

障害のある学生への支援は、「障害学生支援室」を設置して、衣笠キャンパス、びわこ・

くさつキャンパス、および大阪いばらきキャンパスの３つのキャンパスにおいて、立命館大

学障害学生支援方針に基づき、各種障害のある学生を含めた特別支援学生向けの様々な支

援体制を整え、相談および支援業務を行っている。相談には、障害のある学生を支援する障

害学生支援室および当該学生の所属する学部・研究科が対応する。サポートを希望する学生

は、学部・研究科事務室もしくは障害学生支援室に申し込むことになっている。本研究科に

おいても、障害のある学生への対応はこうした全学および本研究科の受け入れ支援体制の

もとで対応する。大阪梅田キャンパスには、支援室は設置されていないが、支援の対象とな

る学生が在籍している場合は、OIC 独立研究科事務室を通じて対応することとしている。 

 

2-22   

本学は、現役学生の自主的な研究活動を支援するため、立命館大学大学院学生研究会活動

支援制度を制定している。申請により採用された場合は、経費支援と設備支援を受けること

が出来る。学生は各事務室の窓口にて申請を行う。 

研究科修了生の同窓会組織として、経営管理研究科校友会｢RIMO」が研究科開設時に発足

した。RIMO には、教員･在校生･修了生を会員とする各種研究会（戦略経営研究会、ブラン

ド＆マーケティング研究会、社会保障研究会、ファミリービジネス研究会、人的資源研究会）

があり、積極的な研究活動を行っている。研究科と情報共有を密接に行っているほか、OIC

独立研究科事務室に事務局機能がおかれ、運営面でのサポートを行っている。毎年６月頃に
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は 総会と懇親会が開催され、多くの修了生や現役学生、教職員が集まる中、研究会や活動

報告等が行われている。 

本研究科では修了生に対する修了後の継続した研究・学習支援として、立命館大学大学院

研修生制度があり、多くの修了生が研修生として大学院生と同じ条件で図書館等の学術情

報施設を利用して学習を継続している。さらに、2012 年度より本研究科独自の聴講生制度

を運用している。これは、本研究科の修了生に出願資格を限定し、本研究科の開講科目の聴

講を許可するものである。聴講料は通常の授業料の半額と優遇されており、「学び続ける」

修了生の参加を促進する役割をもつ。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 立命館大学学び支援サイト（https://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future） 

・ 立命館大学キャリアセンター（https://www.ritsumei.ac.jp/career/introduction/） 

・ 立命館大学大学院キャリアパス推進室 

（https://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/） 

・ 立命館大学学生相談の総合案内（https://www.ritsumei.ac.jp/drc/sougou/） 

・ 立命館大学学生サポートルーム（https://www.ritsumei.ac.jp/ssr/） 

・ 立命館大学障害学生支援方針 

（https://www.ritsumei.ac.jp/drc/about/policy/pdf/policy-ja.pdf） 

・ 立命館大学障害学生支援室（https://www.ritsumei.ac.jp/drc/） 

・ 学生研究会活動支援制度 

（https://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/fellow/master/article.html/?id=5） 

・ 立命館大学経営管理研究科校友会 RIMO（https://r-rimo.com/） 

・ 研修生について（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/graduate/trainee/） 

・ 聴講生について（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/graduate/auditor/） 

 

【大項目２の現状に対する点検・評価】 

（１）長所と問題点 

① 長所 

本研究科では、「経営管理研究科 R2030 前半期計画」で示された方針に基づき、教育研究

上の目的（ミッション）が掲げる「ビジネスを創造するリーダー」はどのような能力や資質

を有しているのかという観点から、修了時に到達していることが期待される成果（アウトカ

ム）として５つの「学修目標」（LG）を導き出し、これらをさらに８つの「学修目的」（LO）

として展開している。その上で、カリキュラム・マップを通じて学修目的と科目との関係を

明らかにし、ルールブリックを通じた学修成果の把握・検証への利用を開始している。ここ

に見るように、ミッション→学修目標(LG)→学修目的（LO）→カリキュラム・マップ→ルー
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ブリックという流れで学修成果の把握・検証のための仕組みを構築していることは、体系性

や一貫性において優れており長所である。 

また、ハイフレックス型（対面授業およびその同時配信）の授業の展開を視野に入れて、

とくに大阪梅田キャンパスにおいて施設改修を順次進め、動体検知カメラなど最新の設備

を導入している点も長所である。 

② 問題点 

学生の受け入れに関して、この数年間で、充足率は大きく改善してきているが、依然とし

て定員未達のままであり、その点で課題が残されている。とくに、社会人を対象とするマネ

ジメントプログラムにおいて募集人数である 40 名に到達していない点が問題である。この

問題の根幹には、広報活動の戦略性不足と正課カリキュラム以外の活動の弱さがある。 

また、キャリア形成プログラムでは留学生比率が高く、日本人学生が少ない点が問題であ

る。これは、キャリア形成プログラムに対する認知度の低さによるものだと考えている。 

 

（２）長所の伸長・問題点の改善に向けたプラン 

① 長所の伸長に向けて 

長所の伸長のためには、直接的測定に基づく学習成果の測定・把握を、演習科目以外の科

目にも拡大適用すべく、多くの科目でルーブリックに基づく評価が実施できるよう取り組

みを強化するとともに、そうした取り組みをプログラムレベルのアセスメントとして発展

させていくことが必要である。そこで、2024 年度より、いくつかの科目で特定の LO につい

てアセスメントを実施し、段階的に実施科目数を増やし、順次改善を図りながら、2026 年

度までにプログラムレベルのアセスメントを完成させることとする。 

施設面に関する長所については、その伸長に向けて、引き続きハイフレックス型授業の実

施に関する FD 活動を行い、授業方法について一層の改善を図ることとしている。ハイフレ

ックス型の授業において、グループワークやディスカッションといったインタラクティブ

かつアクティブな学びがどの授業でも高いレベルで実施できるようになるには、グッドプ

ラクティスを教員間で共有しながら、授業運営の全体的なレベルアップを図る必要があり、

そのための FD 等の取り組みを継続的に実施していく。 

② 問題点の改善に向けて 

2-19 で述べたように、本研究科では、マネジメントプログラムの社会人入学者数の伸び

悩みについて、広報戦略の課題と正課カリキュラム以外の活動の不足が要因であると分析

し、以下の対策を講じる。 

まず、広報戦略を刷新し、「人生 100 年時代」における「学び直し」や「リスキリング」

といった社会的ニーズに対応できる MBA の意義を明確化し、多様なメディアを通じて積極

的に発信する。これにより、従来よりも幅広い層に訴求を行う。さらに、2023 年度に発足

した「RBS ビジネス創造リンケージ」を軸に、セミナーや研修、起業支援、コンテンツ開発、
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ジャーナル発行など、社会との連携を強化する活動を展開し、本研究科の魅力向上を図る。

加えて、現役の院生や修了生を積極的に活用し、様々な場面で本研究科の強みをアピールし

てもらう機会を設け、より効果的な広報活動を目指す。企業訪問を通じた企業派遣学生の確

保もこれまで以上に強化していく。 

また、キャリア形成プログラムの日本人院生については、引き続き、全学横断的な企画と

も連携し、独自にワークショップを開催するなどし、内部進学者の増加に努めていくことと

する。また、同一法人にある立命館アジア太平洋大学との連携も強化し、出願者数の増加に

向けた取り組みを実施する。 

以上の問題点と改善策について、年度始めの入試総括を通じて着実に実行していくこと

で、定員充足の実現を図ることとする。 
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３ 教員・教員組織 

・項目： 教員組織の編制方針 
評価の視点 

３-１ 教員組織の編制方針を定め、当該専門職大学院の教育研究活動を推進するうえ

で必要となる教員組織の全体的なデザインを明確にしていること。 

＜現状の説明＞ 

本学では、大学全体の教員整備計画をほぼ５年おきに策定している。現在は 2024 年から

2030 年までの全学の教員整備計画を明らかにした「R2030 教員組織整備計画」（資料 3-1-1）

の下、各学部・各研究科においてそれぞれ教員組織の整備計画を策定し、実行している。 

本研究科では、2006 年度の設置にあたって教員組織編成の基本方針を定めており（資料 3-

1-2）、2014 年度以降は 2013 年度に制定された「教員組織編成の基本方針」（資料 3-1-3）に

基づき教員の任用を行ってきている。現在は、全学の「R2030 教員組織整備計画」に基づき、

本研究科の 2024 年度から 2027 年度までの教員組織整備計画（資料 3-1-4）を策定し、各年

度の教員任用人事を実施している。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 3-1-1：「R2030 教員組織整備計画（2024 年～2030 年）について」（2023 年 5 月 17

日 常任理事会） 

・ 資料 3-1-2：「経営管理研究科の教員編成の基本的な考え方について」（2004 年 11 月 12

日 大学協議会） 

・ 資料 3-1-3：「教員組織編成の基本方針（2013 年度）」（2014 年 3 月 27 日 執行部会議） 

・ 資料 3-1-4：「経営管理研究科 2024～2027 教員組織整備計画（2013 年度）」（2024 年 2 月

22 日 経営管理研究科教授会） 

 

・項目： 教育にふさわしい教員の配置 
評価の視点 

３-２ 固有の目的を実現し、理論と実務を架橋する教育を十分に実施できるだけの専

任教員を配置していること。その際、主に学術的研究の業績を有する教員（研

究者教員）と主に高度の実務能力を有する教員（実務家教員）を適切なバラン

スで配置し、いずれの教員も教育上の指導能力を有していること。 

３-３ 教育課程の中核をなす授業科目については、原則として、専任の教授又は准教

授を配置していること。それらの科目に兼担又は兼任教員を配置する場合は、

あらかじめ定められた基準及び手続によっていること。 

３-４ 専任教員の構成は、特定の年齢層に著しく偏らないものであるとともに、当該

専門職大学院の分野の特性を踏まえつつ、多様性を考慮していること。 
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＜現状の説明＞ 

3-2  

本研究科では、教員資格に関する各種規程の適用を通じて、固有の目的を実現し、理論と

実務を架橋する教育を十分に実施できるだけの専任教員の配置を図っている。まず、本学大

学院としては、「立命館大学大学院担当教員選考基準」（資料 3-2-1）、「教員任用基準および

大学院担当資格の運用に関する全学ガイドライン」（資料 3-2-2）を定めている。次に、本

研究科は、これら基準およびガイドラインの運用について、「教員任用基準および大学院担

当資格の運用に関する経営管理研究科取扱内規」（資料 3-2-3）を定めている。これによっ

て、専門職大学院設置基準第５条第１項第１号に１該当する教員を研究者教員、第２号又は

第３号に該当する教員を実務家教員としている。また、「高度の教育上の指導能力」につい

ては、上記の全学ガイドラインにおける「担当する専門分野に関連した学部（学部外）の授

業を通算３年以上担当していること。ただし、面接あるいは模擬授業によって個別に審査し、

十分な指導能力があると認められるときはこの限りではない」（第２章１（５））の定めを踏

まえて任用時以降５年毎に資格審査を行っている。 

本研究科経営管理専攻における 2024 年度の専任教員は 15 名、内訳は研究科教員６名、

実務家教員９名となっている。このことから、本研究科経営管理専攻は、理論と実務を架橋

する教育を行う専門職大学院として適切な構成となっている。 

 

3-3  

 2024 年度は、2024 年度カリキュラムによって①コア科目、②選択科目、③演習科目、お

よび④実習科目の４つに大別している。このうち、コア科目と演習科目は、カリキュラム上

の中心となる科目であり、専任の教授または准教授が中心となり担当している。コア科目に

占める専任教員比率は 61.3％（31 クラス中 19 クラス）、また、演習科目は専任教員のみが

担当する。各分野の専門的な力量を形成する選択科目では、実務家教員が担当する科目の比

率 68.6％（70 クラス中 48 クラス）と高く設定している。 

 コア科目は、理論性を重視する科目が多く含まれることから、当該分野の基本となる知

識・方法の体系的理解を促す授業の組立てを行うべく、研究者教員と、実務家教員のうち学

術業績のある教員、学位（修士以上）取得者が 90.3％（31 クラス中 28 クラス）を担当して

いる。また、選択科目については、実践性が重視される科目が多く、そのため多くの科目を

実務家教員が担当している。また、演習科目については、専任教員のみが担当することとし

ているが、院生のバックグラウンドや修了後のキャリア形成が多様であることを考慮して、

実務家教員･研究者教員の両者が担当している。 
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【2024 年度専任・兼任・兼担・客員教員の担当クラス】 

                （クラス数） 

 専 任 兼任・兼担・客員 
合計 

実務家教員 研究者教員 実務家教員 研究者教員 

① コア科目 3 16 5 7 31 

② 選択科目（MP） 17 5 10 6 38 

同   （CP） 8 3 5 7 23 

同   （特殊講義） 4 0 4 1 9 

③ 演習科目 14 16 0 0 30 

④ 実習科目 0 2 0 0 2 

   合  計 46 42 24 21 133 

 

 本研究科では、経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命である、企業やその他の組

織のマネジメントに必要な専門知識に関わる「競争戦略」「組織行動」「マーケティング」「フ

ァイナンス」「アカウンティング」等については、教育上主要な授業科目と考えており、複

数開講を行うと同時に教授または准教授を配置してきた。本研究科では、原則としてこれら

の科目を専任教員が担当することとしている。 

 これらの中核的な授業科目について、やむを得ず兼担･兼任教員が担当する場合は、「教員

任用基準および大学院担当資格の運用に関する全学ガイドライン」の第２章の「２ 専門職

学位課程を担当する専任教員以外の教員の資格」にしたがい、科目の内容と候補者の専門分

野を考慮し、執行部会議での審議と教授会の議決により適切に教員を選任している。 

 

3-4   

 教員年齢別構成は、下記のようになっている。実務上の経験と業績を重視して実務家教員

を採用していること、研究者教員も経営系専門職大学院に相応しい教員の任用を行ってい

ることから平均年齢は高い。 

 

【経営管理専攻 専任教員の年齢構成】 

（2024 年５月１日現在） 

  30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60～65 歳 66 歳以上 平均年齢 

人数 0 人 2 人 6 人 6 人 1 人 
58 歳 

構成比率 0.0% 13.3% 40.0% 40.0% 6.7% 

 

 専任教員のうち実務家教員の数は、2024 年５月１日時点で経営管理専攻において 15 名の
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うち９名である。これらの実務家教員の職業経歴は、経営管理専攻で金融機関、コンサルテ

ィング・ファーム、公認会計士等多岐にわたる。 

女性教員の採用については、本研究科では教員任用人事における募集要項の中で、①本学

では女性活躍推進法の趣旨に則り、女性の積極的な応募を歓迎していること、および ②本

学はワークライフ・バランスに関する諸制度を整備していることを明記し、「立命館大学男

女共同参画推進リサーチライフサポート室」ウェブサイトを案内することにより、積極的な

採用に努めてはいる。しかし、女性の応募自体が少ないことを主たる要因として、経営管理

専攻における女性教員は、2024 年５月１日時点で２名にとどまっている。 

以上のように、本研究科経営管理専攻の教員構成における実務家教員のバランスは確保

されている一方、女性教員のバランスの確保については課題を残している。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 3-2-1：「立命館大学大学院担当教員選考基準」 

・ 資料 3-2-2：「教員任用基準および大学院担当資格の運用に関する全学ガイドライン」

（2010 年 3 月 19 日 大学協議会） 

・ 資料 3-2-3：「大学院担当教員資格の運用に関する経営管理研究科取扱内規」 

・ 立命館大学男女共同参画推進リサーチライフサポート室 

（https://www.ritsumei.ac.jp/research/rsupport/） 

 

・項目： 教員の募集・任免・昇格 
評価の視点 

３-５ 専任教員の募集、任免及び昇格について、理論と実務を架橋する教育を行うに

ふさわしい能力・実績を審査するための適切な基準及び手続を定め、それらに

基づき公正に実施していること。 

＜現状の説明＞ 

「立命館大学教員任用・昇任規程」（資料 3-5-1）第１条は、「新たに教員を任用しようと

するときは、教授会は、学部長または研究科長の提議により３名以上の教員からなる選考委

員会を組織するとともに、広く候補者をもとめるものとする」とし、教員を新規に任用する

にあたって、教授会に選考委員会を設けることを必要とし、また、募集は、基本的に公募に

よって行われている。 

 本研究科の教員の任用にあたっては、研究科の教授会に選考委員会が設けられ、当該選考

委員会は、所定の規程・内規等（教員資格審査の詳細は下記を参照）に基づき候補者の適否

を審査して、その結果を、経営管理研究科全学人事委員会に提出する。全学人事委員会は、

「大学協議会規程」（資料 3-5-2）および「立命館大学独立研究科全学人事委員会規程」（資

料 3-5-3）に基づき組織される人事委員会であり、独立研究科毎に設置される。全学人事委
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員会は、選考委員会の選考結果を審議する。次に、経営管理研究科教授会は、「立命館大学

大学院経営管理研究科教授会規程」（資料 3-5-4）第９条第３項に基づき議決を行う。 

本研究科の教員の昇任については、2018 年度に制定された「昇任人事に関する申し合わ

せ」（資料 3-5-5）に基づき行うことになっている。 

任用･昇格のいずれの場合も、本研究科の担当資格の審査は、法令および本学・本研究科

の規程等に従って行っている。本研究科の専任教員の教員資格は、専門職大学院設置基準

（第５条）に基づき本学として「立命館大学大学院担当教員選考基準」、「教員任用基準およ

び大学院担当資格の運用に関する全学ガイドライン」を定めており、本研究科においても

「大学院担当資格の運用に関する経営管理研究科取扱内規」を定めている。これによって、

専門職大学院設置基準第５条第１項の第１号に該当する教員を研究者教員、第２号および

第３号に該当する教員を実務家教員としている。また、「高度の教育上の指導能力」につい

ては、上記の全学ガイドラインにおける「担当する専門分野に関連した学部（学内外）の授

業を通算３年以上担当していること。ただし、面接あるいは模擬授業によって個別に審査し、

十分な指導能力があると認められるときは、この限りではない」（第２章１（５））との定め

にしたがって審査を行っている。就業規則については雇用形態により多岐にわたるため、根

拠資料の添付により割愛する（資料 3-5-6～3-5-12）。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 3-5-1：「立命館大学教員任用・昇任規程」 

・ 資料 3-5-2：「大学協議会規程」 

・ 資料 3-5-3：「立命館大学独立研究科全学人事委員会規程」 

・ 資料 3-5-4：「立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程」 

・ 資料 3-5-5：「昇任人事に関する申し合わせ」（2019 年２月３日 経営管理研究科教授会） 

・ 資料 3-5-6：「学校法人立命館教職員懲戒手続規程」 

・ 資料 3-5-7：「学校法人立命館教職員就業規則」 

・ 資料 3-5-8：「立命館大学有期雇用教員就業規則」 

・ 資料 3-5-9：「立命館大学任期制教員就業規則」 

・ 資料 3-5-10：「立命館大学非常勤講師就業規則」 

・ 資料 3-5-11：「立命館大学授業担当講師就業規則」 

・ 資料 3-5-12：「立命館大学客員教員就業規則」 

 

・項目： 教員の資質向上等 
評価の視点 

３-６ 専任教員の資質向上を図るために、組織的な研修等を実施していること。その

際、実務に関する知見の充実、教育上の指導能力及び大学教員に求められる職
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能に関する理解の向上に努めていること。 

３-７ 当該専門職大学院の教育に資する研究のあり方を明らかにし、組織的な支援に

よって、専門分野の学術的研究、企業その他組織のマネジメントに関する知識

の充実及び刷新を伴う実務に基づく研究に継続的に取り組むよう促すこと。 

３-８ 専任教員の教育活動、研究活動、組織運営、社会との関係の形成・社会貢献、行

政や産業界との関わり等について、適切に評価していること。 

＜現状の説明＞ 

3-6   

本研究科では、授業の内容・方法の改善と専任教員の資質向上を図るための組織的な研修

会として、教授会に出席する専任教員には参加が義務づけられている FD 研修会を開催して

いる。開催回数等の定めは特に設けていないが、１年に４回実施するのが慣例となっている。

FD 研修会の開催日程、テーマ、内容の計画は、執行部会議で企画して教授会に提案、承認

を得ている。近年では、カリキュラム・ツリーやルーブリック、アセスメント、新たな教育

手法（ケースメソッド教授法やデザイン思考）について、教員間で学び合い、教育実践に活

かしている（資料 3-6-1）。立命館大学の学部、研究科の FD を支援する機関として「教育開

発推進機構」が設置され、全学的な連携を促し質的向上のための活動が展開されている。 

 

3-7   

本研究科では、研究活動を含む社会実装の取り組みを強化するために、2023 年度に「RBS

ビジネス創造リンケージ」を発足させ、活動を開始した。これは、「ビジネスを創造するリ

ーダー」の育成というミッションに賛同する個人・組織の共創のリンケージとして構想され

たものであり、主な活動内容はセミナー、研修の開催、起業等事業展開等の支援、コンテン

ツ開発・管理、ジャーナルの発行である。このうち、コンテンツ開発・管理、ジャーナルの

発行に関しては、2024 年度中のジャーナルの発行やケース教材の開発・管理を稼働させる

こととしている。このうち、ケース教材については「戦略的意思決定」等の正課授業の科目

での活用を行うこととしている。このように本研究科では、理論と実務を架橋する専門職大

学院としてのあり方に相応しい研究の促進に取り組んでいる。 

本学には、研究に関わる全学組織として研究部があり、施設や経費の管理のほか、学外資

金の獲得を含めた研究に関連する諸活動についての支援を行っている。科学研究費など外

部資金の獲得についてのサポートはもとより、大学独自の研究プロジェクトや研究支援制

度も充実している。教員は一定の要件を満たした場合に、研究センターを設置することも可

能である。例として、立命館大学医療福祉経営研究センターは、本研究科の教員が中心とな

って設立・運営されているものであり、医療法人等からの奨学寄付金を活用して研究会やセ

ミナーを定期的に開催している。こうした研究センターの活動に対しても研究部は経理等

の事務を行っている。 

なお、大項目１で言及したように、「経営管理研究科 R2030 前半期計画」では戦略的課題
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として、研究科のネットワークを国内外で広げていくことを掲げているが、これに関わって

研究力の強化が新たな課題として浮上してきている。これは、「学園ビジョン R2030 立命館

大学チャレンジ・デザイン」が掲げる「次世代研究大学」というビジョンの実現に、本研究

科がどのように貢献していくのかという課題でもある。今後は、研究科としての研究政策も

含めて、研究のあり方について具体化していくことが求められる。 

教員一人ひとりの資質向上の観点から研究活動を促す取り組みについては、毎年度 5 月

に実施している「教員自己評価報告」において、所定様式に基づき①教育活動、②研究活動、

③実務活動（実務家教員のみ）、④学内行政活動、⑤社会貢献活動の各活動に対する研究科

の目標を示した上で、1年度間の活動状況を集約している。集約した報告に基づき研究科長

が面談を行い、それぞれの活動の推進を促しており、研究についても研究科の目標と教員自

己評価報告によって継続的な取り組みを促す仕組みを設けて運用している（資料 3-7-1、資

料 3-7-2、資料 3-7-3）。 

任用後 5年ごとには、「教員任用基準および大学院担当資格の運用に関する全学ガイドラ

イン」および「大学院担当教員資格の運用に関する経営管理研究科取扱内規」に基づき、大

学院担当資格の審査を行っている（資料 3-7-4、資料 3-7-5）。専門職大学院設置基準第 5条

に基づき、研究者教員は「専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者」、実務

家教員は「専攻分野につ 

いて、特に優れた知識及び経験を有する者」として任用を行っており、大学院担当資格審査 

においてもこれらの任用時の根拠に基づき大学院担当の適否を審査しているが、審査のた 

めの書類は、前述の「教員自己評価報告」の様式を用いており、研究者教員、実務家教員 

ともに大学院担当資格審査において研究活動を点検している（資料 3-7-1、資料 3-7-5）。 

 

3-8   

本学では、専任教員の活動について、教育・研究・社会活動をいずれも重視する観点から、

本学ウェブサイトの研究者学術情報データベースを通じて、広く公開することとしており

（ただし、社会活動は委員会歴、所属学会のみ）、本研究科の教員も本学の様式に則り、情

報公開を行っている。 

本研究科では、上記の全学的取り組みを踏まえ、2013 年度に教育、研究、社会貢献、およ

び組織内運営等について評価項目を設けた上で、教員全員の自己評価の枠組みを定めた（資

料 3-7-1）。これに基づき、各教員は年度ごとに研究科長との面談を通じて各教員が自己評

価を行い、これを教員自己評価報告として研究科へ提出する。研究科長は、教員から提出さ

れた自己評価報告のほか、研究者学術情報データベース、前年度の講義アンケート等に基づ

き、各専任教員と面談（インタビュー）を実施し（通常、６月〜７月に実施）、研究活動、

組織内運営への貢献、および社会への貢献等について意見交換を行うとともに、教育、研究、

社会貢献、組織内運営をいっそう促進するための助言を各教員に行っている。面談の実施状
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況（日時、場所、コメント）については、教授会において報告が行われる。 

以上から、本研究科では、専任教員の教育活動、研究活動、組織運営、社会との関係の形

成・社会貢献、行政や産業界との関わり等について、適切に評価が行われている。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 3-6-1：FD 研修会開催計画（2021-2024 年度） 

・ 教育開発推進機構について（https://www.ritsumei.ac.jp/itl/outline/） 

・ RBS ビジネス創造リンケージ 

（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/community_affiliations/linkage/） 

・ 研究・産学連携（https://www.ritsumei.ac.jp/research/） 

・ 資料 3-7-1：様式_教員自己評価報告 

・ 資料 3-7-2：教員自己評価報告の提出のお願い 

・ 資料 3-7-3：「専任教員の活動に関する研究科の目標について」(2015 年 3 月 8 日 経営

管理研究科教授会） 

・ 資料 3-7-4：教員任用基準および大学院担当資格の運用に関する全学ガイドライン 

・ 資料 3-7-5：大学院担当教員資格の運用に関する経営管理研究科取扱内規 

・ 立命館大学研究者学術情報データベース 

（https://research-db.ritsumei.ac.jp/rithp/TOP） 

 

・項目： 教育研究条件・環境及び人的支援 
評価の視点 

３-９ 専任教員の教育研究活動に対し、適切な条件設定（授業担当時間の適正な設定、

研究専念期間等の保証、研究費の支給等）、環境整備（研究室の整備等）及び人

的支援（ＴＡ等）を行っていること。 

＜現状の説明＞ 

3-9   

本学では、「立命館大学専任教員責任時間規程」（資料 3-9-1）を定め、専任教員の責任時

間および役職等による特例を定めている。同規程第２条は、専任教員の講義責任時間は、１

年間を通算して、教授及び准教授は１週４授業時間（１授業時間は 90 分）としている。な

お、以下、規程等の時間数について、90 分を２時間と換算して記述する。 

 上記の責任時間については、さらに全学の方針として「標準担当時間」（資料 3-9-2）が

定められており、教授・准教授は、通年平均週 10 授業時間、また、専任教員のうち本研究

科の特別契約教員の場合には６授業時間であり、教育の準備および研究に配慮したものに

なっている。 

教員の研究条件について、本研究科を含む本学の専任教員には、規程に沿って、毎年度個
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人研究費が一定額支給されている。また、専任教員にはすべて教員研究室が準備されており、

机・書架等の必要な備品が備え付けられている。また、各教員研究室には、部屋固有の情報

コンセントがありインターネットへの接続が可能である。 

また、先述の通り、本学には研究に関わる全学組織として研究部があり、これら施設や経

費の管理のほか、学外資金の獲得を含めた研究に関連する諸活動についての支援を行って

いる。雇用期間の定めのない専任教員、特別任用教員、特命教員には個人研究費として年間

39 万円、特別契約教員には研究手当として年間 24 万円が支給されている（資料 3-9-3）。 

本学では、「立命館大学専任教員学外研究規程」（資料 3-9-4）に基づく学外研究員（「学

内研究」「国内研究」「国外研究」）の制度が設けられている。本研究科は、最近５年間に 2020

年度に１名が１年間「国外研究」で、2024 年度に１名が１年間「学内研究」で学外研究に就

いた。 

なお、本学には、TA（ティーチングアシスタント）制度が整備され、主に学部では積極的

に活用されているが、TA の担当資格が博士後期課程院生に限られており、本研究科では利

用実績がない。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 3-9-1：「立命館大学専任教員責任時間規程」 

・ 資料 3-9-2：「2024 年度専任教員責任時間および標準担当時間等に関する申し合わせに

ついて」（2023 年 6 月 14 日 常任理事会） 

・ 資料 3-9-3：「立命館大学有期雇用教員給与規程」 

・ 研究費執行ガイドブック（研究者版）  

（https://www.ritsumei.ac.jp/research/member/file/research_expenses/guidebook.pdf） 

・ 資料 3-9-4：「立命館大学専任教員学外研究規程」 

・ TA 制度のご案内 

（https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ec/10TA/document/TA%20pamphlet.pdf） 

 

【大項目３の現状に対する点検・評価】 

（１）長所と問題点 

①長所 

全学の教員組織整備計画と連動させながら、研究科の教員組織整備計画を定期的に策定

し、その下で計画的・組織的に教員任用を行っている点は長所である。また教員の評価につ

いて、各年度、教員に自己評価の提出を求めた上で、研究科長との面談を行っていることも

長所である。面談においては、研究科長より、教育、研究、社会貢献、組織内運営をいっそ

う促進するための助言を各教員に行っている。これらは、教員個々の能力や資質の向上のみ

ならず、研究科の教育研究力の向上に資する優れた取り組みであると言える。 
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②問題点 

教員任用人事に当たって、募集要項上で女性教員の積極的な応募を呼びかけているもの

の、女性教員の在籍者は 2名にとどまっている。また、外国籍教員も在籍しておらず、教員

の多様性の確保という点で課題を残している。 

 

（２）長所の伸長・問題点の改善に向けたプラン 

①長所の伸長に向けて 

教員の配置や教員の評価は適切に実行しているが、教育実践等のグッドプラクティスを

研究科に共有・普及させるための取り組みの普及を図る取り組みが必要であると考えてい

る。そのための FD 研修などの取り組みを強化していく。 

②問題点の改善に向けて 

女性教員に関しては、応募そのものが少なく、まずは、応募を増やすことが重要であると

いう観点から、従来のチャネルだけでなく、学会等の教員間のネットワークを活用しながら、

教員人事に関する情報の積極的な発信に努めることとする。外国籍教員についても同様に、

募集段階での応募を増やすべく、教員間のネットワークを通じた教員人事情報の発信を図

る。 
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４ 専門職大学院の運営と改善・向上 

・項目： 専門職大学院の運営 
評価の視点 

４-１ 当該専門職大学院を運営する固有の組織体制を整備し、適切な運営が行われて

いること。 

４-２ 教育の企画・設計・運営等における責任体制が明確であること。 

４-３ 教育内容、教員人事等において、関係する学部・研究科等がある場合、適切に連

携等が行われていること。 

＜現状の説明＞ 

4-1   

経営管理専攻と観光マネジメント専攻の２専攻体制となり、研究科を構成する教育課程

と教員の規模が大きくなったことを受けて、運営体制を見直した。これに伴い、月１回の執

行部会議と教授会に加えて、各専攻の教学運営を協議する専攻会議を設けた（資料 4-1-1）。

教授会の構成は、雇用期間の定めのない専任教員と、通年で平均３授業時間を担当する特別

契約教員を含めた体制で、学外研究者 1名を除く合計 20 名が参加している。執行部会議の

構成は、研究科長、副研究科長、専攻長、および必要に応じて出席する教職員からなる体制

に整理した。研究科の重要な方針および業務の調整は、執行部会議で行っている。入学試験

の企画案の策定・作問・執行のために入試委員会を、自己点検・評価活動のために自己評価

委員会を執行部会議の下に設置している（資料 4-1-2、4-1-3）。研究科の教員組織整備計画

に基づく人事選考は、「立命館大学教員任用・昇任規程」に基づき人事選考の都度、選考委

員会を組織して行っている（資料 3-5-1）。執行部会議が主催する FD 研修会に加えてハラス

メント研修とアンコンシャスバイアス研修を研究科長が隔年で実施し、各教員の指導体制

の責任についての適切な認識を醸成している。 

 

4-2   

教育の企画や設計、運営に関する議題を執行部会議で取り扱い、その内容の調整と精査を

行っている。ただし、その決定事項は最終的に教授会で承認される必要があり、これにより

執行部会議と教授会の責任の所在が明確化されている（資料 3-5-4、4-2-1）。 

 

4-3   

開講体制を編成する際に、経営学部・経営学研究科など関係する学部・研究科に対して、

科目担当者のあっせんを依頼することがあり、逆に科目担当者の協力依頼があることもあ

る。なお、他研究科との共同開講といった連携は行っていない。 

本学には、他研究科科目受講の制度があり、他研究科科目の受講を希望する院生は、各研

究科が提示する他研究科科目受講の認められる科目のリストから受講希望の科目を選び、
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所属する研究科に申請することにより受講が可能になっている。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 資料 4-1-1：2024 年度経営管理研究科 専攻会議・研修・執行部会議・教授会日程 

・ 資料 4-1-2:「経営管理研究科自己評価委員会内規」 

・ 資料 4-1-3:「経営管理研究科入学試験委員会内規」 

・ 資料 3-5-1:「立命館大学教員任用・昇任規程」 

・ 資料 3-5-4:「立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程」 

・ 資料 4-2-1:「経営管理研究科運営内規」 

 

・項目： 自己点検・評価と改善活動 
評価の視点 

４-４ 自己点検・評価のための手続を明確にし、かつ責任ある体制のもとで組織的・

継続的な自己点検・評価を行っていること。また、その結果を教育研究活動の

改善・向上に結び付けていること。 

４-５ 外部から改善の必要性を指摘されたものについては、適切に対応していること。 

 

＜現状の説明＞ 

4-4   

本研究科の自己点検・評価の活動は、PDCA サイクルに基づき、また、全学レベルの自己

点検・評価活動とも連動しながら、組織的に実行されている。 

全学レベルでは、「立命館大学自己評価委員会規程」に基づき副学長を委員長とする｢立命

館大学自己評価委員会｣が設置され、研究科長が参加している。本委員会は、全学の自己点

検・評価及び内部質保証の推進に責任を持つ組織である。  

本研究科は、上記の規程第８条に基づき、研究科として「経営管理研究科自己評価委員会

内規」を定め、副研究科長（教学担当）、研究科長が指名した者および OIC 独立研究科事務

室事務長を委員として経営管理研究科自己評価委員会を組織している（資料 4-1-2）。委員

会の委員長は、研究科長の指名による。 経営管理研究科自己評価委員会は、第１に自己点

検・評価に関する事項、第２に第三者評価及び外部評価に関する事項、第３にその他自己点

検評価および内部質保証に関し必要な事項について、審議、提案し、その実現の促進を進め

るための諸活動を行っている。5年に一度の「経営系専門職大学院認証評価」とその前年度

に独自に実施している「分野別外部評価」にあたって、自己点検・評価報告書を作成し対応

するほか、全学で受審した「機関別認証評価」、研究科で受審した「経営系専門職大学院認

証評価」、「分野別外部評価」および教育課程連携協議会からの意見で挙げられた検討事項や

指摘事項に対する改善状況の進捗を毎年点検・管理して「立命館大学自己評価委員会」に報
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告している。 

教学課題となった事項については、教育内容・方法の改善および教員の資質の維持向上を

図るため、執行部会議を経て教授会において審議し、改善を進める。また、外部の有識者に

よるアドバイスを受けるため、教育課程連携協議会を設置し、第一線の経営者の視点からの

改善点の指摘を受け、教育内容に反映させてゆく体制を構築している。教育課程連携協議会

からの意見については、学長への報告として立命館大学自己評価委員会教学部会に報告を

行う。 

このような点検・評価活動を通じて、教育研究条件等、本研究科を超えて調整・整備が必

要となった場合には、大学管理部門や教学部門での検討を経て、必要な施策を講じており、

カリキュラム改革にあたっては、本学の教育開発推進機構の助言を受けている。 

本研究科では、自己点検・評価のサイクルの中で、社会の動向に合わせた新設科目の開講、

FD 活動による授業内容の改善、院生の要望等による教育環境の整備等の反映が行われてい

ることを確認するほか、自己点検・評価の結果を受けて、その課題の解決を、１～５年に１

度のサイクルで実施されるカリキュラム改革や教員組織整備計画の策定に結実させ、教育

研究活動の向上に結びつけている。 

以上の取り組みと並行して、立命館大学では教育活動についての PDCA サイクルとして、

毎年度末に学部・研究科毎に当該年度の総括と次年度の計画を文書にまとめている。この

「教学総括・次年度計画概要」は、当該年度の計画および開講方針の振り返りを行うととも

に、得られた総括に基づき次年度の計画を策定する活動である。「教学総括・次年度計画概

要」は、全学的な教学機関会議である教学委員会において集約、報告され、全ての学部・研

究科で共有される（資料 4-4-1、4-4-2、4-4-3）。この活動では、教育活動のための予算につ

いても同時に総括・計画しており、教育活動に必要な予算の執行と計画においても PDCA サ

イクルを活かしている。経営管理研究科でも毎年度末に「教学総括・次年度計画概要」を教

授会で審議、承認して、教学機関会議に報告する活動を通じて、PDCA サイクルを毎年度の

教育活動に活かしている。 

 

4-5   

外部評価や認証評価など、外部から改善等を指摘された事項への対応については、具体的

な課題として設定した上で、その解決に向けて組織的な対応を図っている。これらについて

は毎年度、研究科として対応がどこまで図られており、課題がどれほど残されているのかに

ついて、立命館大学自己評価委員会に報告してきている（資料 4-5-1）。その手続きのプロ

セスやサイクルについては以上で述べた通りである。2024 年度外部評価において指摘され

た事項についても同様の対応を行っていく。なお、大学基準協会の認証評価結果についても

同様の対応をこれまで行っており、今回の認証評価の受審にあたっても同様の対応を行う。 
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＜根拠資料＞ 

・ 立命館大学自己評価委員会規程 

（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=355228&f=.pdf） 

・ 立命館大学自己評価委員会（https://www.ritsumei.ac.jp/assessment/about.html/） 

・ 資料 4-1-2：「経営管理研究科自己評価委員会内規」 

・ 研究科 HP＞認証評価・専門分野別外部評価 

（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/external/evaluate/） 

・ 資料 4-4-1：立命館大学教学委員会規程 

・ 資料 4-4-2：立命館大学大学院教学委員会規程 

・ 立命館大学学則（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=617284&f=.pdf） 

・ 立命館大学大学院学則（https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=617287&f=.pdf） 

・ 資料 4-5-1：指摘事項改善状況 

 

・項目： 社会との関係・情報公開 
評価の視点 

４-６ 教育課程連携協議会からの意見を教育課程に反映するなど、社会からの意見を

当該専門職大学院の運営やその改善・向上において勘案していること。 

４-７ 当該専門職大学院の運営と諸活動の状況、自己点検・評価の結果について情報

を公開し、説明責任を果たしていること。また、その使命・目的や活動状況につ

いて社会からの理解を得るよう取り組んでいること。 

４-８ 企業やその他組織との連携・協働を進めるための協定、契約等を結んでいる場

合においては、その決定・承認が適正な手続でなされ、また、資金の授受・管理

等が適切に行われていること。 

＜現状の説明＞ 

4-6   

本研究科では、2011 年度に設置されたアドバイザリーボードを引き継ぎ、2019 年度に専

門職大学院設置基準に基づく教育課程連携協議会を設置した。委員の構成については、基礎

要件データの表 16「教育課程連携協議会の設置及び構成」に記載されている。 

本研究科では、年１回の教育課程連携協議会を通じて、本研究科の教育研究の進捗状況を

構成委員に報告し、意見を求めている。会議では、研究科の現状や教学上の重要課題の遂行

状況についての報告のほか、過去における教育課程連携協議会での指摘事項についての改

善状況についても報告が行われる（資料 4-5-1）。毎年、委員より、教育研究だけでなく研

究科運営全般にわたって多岐にわたる貴重なご意見をいただいている（資料 4-6-1）。これ

らの意見については、教授会で確認の上、学長に報告するとともに、立命館大学自己評価委

員会教学部会への報告も行われる。協議会で出された意見のうち教学に関わるものについ

ては、執行部会議で内容の確認を行い、教育課題の改善に向けた方針の策定と実施を行って
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いる。このように本研究科では、教育課程連携協議会を、本研究科の自己点検・評価活動に

組み込む形で展開・実施している。 

教育課程連携協議会からの意見がカリキュラム改革に反映されたものとして、2024 年度

のカリキュラム改革では、それまでの「統計学」を、DX 化の流れに対応すべく「統計・デー

タ分析」に変更し、社会人クラスについては実務家を授業担当講師として授業担当者に委嘱

した。 

 

4-7   

本研究科では、「学校法人立命館情報公開規程」に則り、自己点検・評価及び認証評価の

結果を研究科ウェブサイトに掲載している。具体的には、認証評価結果については、2015 年

度と 2020 年度の認証評価結果および点検・評価報告書をダウンロードできるようにしてい

る。また、全学の大学評価・IR 室ウェブサイトからもリンクが貼られている。また、研究科

ウェブサイトでは、研究科の教育研究活動に係る組織及び教育研究活動等の諸活動につい

て、研究科長メッセージ、特色、教育研究上の目的、３つの方針（ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）、教員紹介、各プログラムの概要、

入試情報、科目等履修生制度、社会連携などの情報を公開している。 

このように、ウェブサイトを中心に詳細な情報を掲載することで、適切な情報公開を行い、

社会から理解が得られるよう努めている。 

 

4-8   

本研究科では、農林中央金庫の寄付講座や、海外の大学（大連工業大学、大連交通大学、

世新大学）との推薦入学試験、東京理科大学との単位互換制度などについて、教授会の審議

とともに、法人の法務コンプライアンス室の点検を経ることによって、協定を締結している。

また、資金の授受・ 管理等については法人の財務部門において行われ、教員は直接に扱う

ことのない仕組みとなっている。このように、外部機関との連携・協働のための協定・契約

等は、公正かつ厳格に行われている（資料 4-8-1、4-8-2、4-8-3）。 

 

＜根拠資料＞ 

・ 教育課程連携協議会（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/external/advisoryboard/） 

・ 資料 4-6-1：「第 6 回経営管理研究科教育課程連携協議会から学長等への意見について」

（2025 年 2 月 27 日 経営管理研究科教授会） 

・ 学校法人立命館情報公開規程 

（https://www.ritsumeikan-trust.jp/file.jsp?id=232687&f=.pdf） 

・ 研究科 HP＞認証評価・専門分野別外部評価 

（https://www.ritsumei.ac.jp/mba/external/evaluate/） 
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・ 立命館学園案内 2023-24 

（https://www.ritsumei.ac.jp/common/pdf/ritsumeikan_brochure_jp.pdf） 

・ 情報公開インデックス（https://www.ritsumeikan-trust.jp/publicinfo/disclosure/） 

・ 立命館のコンプライアンス 

（https://www.ritsumeikan-trust.jp/publicinfo/approach/compliance/） 

・ 資料 4-8-1：立命館大学寄附講座取扱規程 

・ 資料 4-8-2：学校法人立命館文書決裁規程 

・ 資料 4-8-3：学校法人立命館契約事務取扱規程 

 

【大項目４の現状に対する点検・評価】 

（１）長所と問題点 

① 長所 

本研究科の自己点検・評価活動は、全学の自己点検・評価活動とも連動しながら、PDCA サ

イクルに基づき適切に実行されていると言える。自己点検・評価の過程で教学課題となった

ものについては、執行部会議を経て教授会おいて審議、提案し、課題の解決に向けての諸活

動を行っている。外部評価や認証評価など、外部から改善等を指摘された事項への対応につ

いては、自己評価委員会において具体的課題として設定した上で、研究科として組織的に解

決を図っている。教育課程連携協議会も自己点検・評価活動に組み込む形で実施している。

外部評価や認証評価等で改善を求められた事項については、研究科として対応がどこまで

図られており、課題がどれほど残されているのか、研究科の自己評価委員会で確認の上、立

命館大学自己評価委員会に報告している。このように、本研究科の自己点検・評価活動は、

すぐれて組織的・計画的に実施されている点において長所であると言える。 

② 問題点 

本研究科では、教育課程連携協議会を自己点検・評価活動の一環として機能させているも

のの、会議で得られた意見を一層効果的に取り入れる方法について検討が必要である。 

 

（２）長所の伸長・問題点の改善に向けたプラン 

① 長所の伸長に向けて 

自己点検・評価活動は、研究科のミッションないし固有の目的に照らして、その実現に向

けての課題を明らかにし、どこまで達成されたのかについて定期的に検証し、継続的な改善

に役立てていくことを意味している。研究科の活動は教育だけでなく、研究、社会貢献など

広範囲に及んでいるが、大項目１で指摘したように、研究力の強化が新たな課題として浮上

してきている中で、自己点検・評価は、研究政策の遂行状況も含めて、教学、研究、社会貢

献など、研究科の活動領域をトータルにマネジメントしていく体制に移行していくことが

必要である。この点については、今回の認証評価でいただく指摘を参考にし、改善を図って
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いくこととする。 

② 問題点の改善に向けて 

教育課程連携協議会で得られた意見を一層効果的に取り入れ推進していくために、研究

科執行部で検討を行うこととする。その際、国内外のビジネススクールの状況等も参考にし

つつ、また、今回の認証評価での指摘を参考にしながら、順次対応を図ることとする。 
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終 章 

（１）自己点検・評価を振り返って 

本研究科は、これまでに外部評価を３度、大学基準協会による認証評価を３度にわたり受

審しており、今回の認証評価は４度目の受審となる。 

2020 年の大学基準協会の認証評価では、同協会の経営系専門職大学院基準に適合してい

るとの評価を受け、勧告として是正を求められる事項もなく、総じて良い評価であったと言

える。しかし他方において、特色４事項、検討課題４事項（教育の内容・方法・成果に関わ

る３事項、定員未充足に関わる１事項）、長所０（ゼロ）という結果であった。これはある

意味、本研究科の当時の状況を端的に表している。つまり、本研究科はビジネススクールと

して重大な問題もなく総じて適切に運営されているとはいえ、特徴も少なく、しかも、長所

に至ってはこれといって特筆すべきものはない、ということである。 

その意味で、2021 年度から 2024 年度までの４ヵ年は、検討課題についてはその趣旨を真

摯に受け止め解決に取り組む一方で、ビジネススクールとしてどのように特長を打ち出し

ていくのか、そして、他のビジネススクールが参考にしたいと思えるような長所をいかにつ

くっていくのか、という解決に取り組んだ３年間であったと言える。 

「経営管理研究科 R2030 前半期計画」（2021〜2025 年度）は、本研究科の中・長期のビジ

ョンと 2021 年以降の５ヵ年の戦略を示したものである。４年間の実行を通じて、本研究科

の教学はかなりの程度、高度化することができた。RBS ビジネス創造リンケージの活動も本

格化し、ケース開発管理の取り組みも順調なスタートを切ることができ、ジャーナルの発行

にも目処がついた。カリキュラム改革を通じて「創造」というコンセプトの下、特色ある新

しい科目を設置することができた。今回の認証評価の対象外であるが、観光マネジメント専

攻もスタートさせることができた。今回の自己点検・評価を振り返るならば、R2030 前半期

計画の実行を通じて、本研究科には特筆すべき長所がないという問題点は、完全とは言わな

いまでもいくらかは払拭できたといえる。 

 

（２）今後の改善方策、計画等について 

その一方で、本研究科には依然として課題が残されている。とくに入学者受け入れ課題に

ついては、この５年間の取り組みにより大きく改善が図られたとはいえ、依然として定員未

達状況であることには変わりないことから、引き続き入学者受入れに全力を挙げる所存で

ある。この報告書では、いくつか改善すべき問題点を述べてはいるが、これ以外にも、外部

評価による指摘事項については真摯に受け止め、課題として明確化した上で、解決に向けて

取り組みを実行していくこととしたい。 

本学は、内部質保証の方針を明確にし、内部質保証システムを有効に機能させ、その適切

性と有効性の点検・評価を行う取り組みを積極的に行っている。本研究科としても、こうし

た取り組みに位置づき、機能させることの一翼を担うことが求められている。そのため、本
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研究科は、自己点検・評価活動によって教育成果を適切に評価した上で、教育システムの改

善を行い、教育方法を向上させ、教育実践を行っていくというサイクルが、本研究科におけ

る教育の質向上を諮る上で、たいへん重要であるとの理解を高め、実際に稼働させていくた

めの取り組みを重視していく。 

すでに言及しているように、本研究科では、その固有の目的の実現に向けた戦略として

「経営管理研究科 R2030 前半期計画」を策定している。これは、立命館学園全体の中・長期

ビジョンである学園ビジョン R2030 策定を受け、本研究科の中長期ビジョンおよび方向性

を、基本目標と役割および戦略の形で取りまとめたものである。今回の認証評価は、今後の

改善方策、計画、とりわけ 2026 年度以降の後半期計画の策定に大いに資するものであり、

ご指摘いただいた事項については真摯に受け止め、継続的改善に努めていく所存である。 

 


